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杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１９号

杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１１年杉並区条例第６号）の一部

を次のように改正する。

第４条第１項中「売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）」を「困難な問題を

抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）」に改める。

附則第５項から第７項までを削る。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第１項の改正規定及び次

項の規定は、令和６年４月１日から施行する。

２ 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に改正前の第４条第１項に規定する

業務に従事したことにより、支給することとなった福祉事務所等業務手当で、同

日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

３ この条例の施行の日前に改正前の附則第５項に規定する業務に従事したことに

より、支給することとなった防疫等業務手当で、同日以後に支給するものについ

ては、なお従前の例による。
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杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（福祉事務所等業務手当） （福祉事務所等業務手当）

第４条 福祉事務所等業務手当は、介護 第４条 福祉事務所等業務手当は、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）、 保険法（平成９年法律第１２３号）、

生活保護法（昭和２５年法律第１４４ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）、身体障害者福祉法（昭和２４年 号）、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）、児童福祉法（昭和 法律第２８３号）、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）、知的障害者 ２２年法律第１６４号）、知的障害者

福祉法（昭和３５年法律第３７号）、 福祉法（昭和３５年法律第３７号）、

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号）又は困 （昭和３９年法律第１２９号）又は売

難な問題を抱える女性への支援に関す 春防止法（昭和３１年法律第１１８

る法律（令和４年法律第５２号）に定 号） に定

める業務に従事する規則で定める職員 める業務に従事する規則で定める職員

が家庭等を訪問したときに支給する。 が家庭等を訪問したときに支給する。

２ 略 ２ 略

附 則 附 則

１～４ 略 １～４ 略

５ 保健所及び保健センターに勤務する

職員が、新型コロナウイルス感染症

（病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に、中

華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが

新たに報告されたものに限る。）であ

資 料
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る感染症をいう。）から区民等の生命

及び健康を保護するために緊急に行わ

れた措置に係る業務であって、規則で

定めるものに従事したときは、防疫等

業務手当を支給する。この場合におい

て、第５条の規定は、適用しない。

６ 前項に規定する手当の額は、従事し

た日１日につき４，０００円を超えな

い範囲内において、規則で定める。

７ 附則第５項の規定により防疫等業務

手当を支給する場合においては、第９

条中「第３条から前条まで」とあるの

は、「第３条、第４条、第６条から前

条まで及び附則第５項」とする。



杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２０号

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例

杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のように改

正する。

別表第１の９９の項の次に次のように加える。

９９の２ 建築基準法第 建築物の容積率 １件につき ２８，０００円 認定申請の

５２条第６項第３号の の特例認定申請 とき。

規定に基づく建築物の 手数料

容積率に関する特例の

認定の申請に対する審

査

別表第１の１０３の項の次に次のように加える。

１０３の２ 建築基準法 建築物の高さの １件につき １６０，０００円 許可申請の

第５５条第３項の規定 特例許可申請手 とき。

に基づく建築物の高さ 数料

に関する特例の許可の

申請に対する審査

別表第１の１０６の２の項の次に次のように加える。

１０６の３ 建築基準法 高度地区におけ １件につき １６０，０００円 許可申請の

第５８条第２項の規定 る建築物の高さ とき。

に基づく建築物の高さ の特例許可申請

に関する特例の許可の 手数料

申請に対する審査

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



杉並区子どもの権利擁護に関する審議会条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２１号

杉並区子どもの権利擁護に関する審議会条例

（設置）

第１条 杉並区の子どもの権利の擁護に係る施策に関し必要な事項を調査審議する

ため、区長の附属機関として、杉並区子どもの権利擁護に関する審議会（以下

「審議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 審議会は、区長の諮問に応じ、杉並区の子どもの権利の擁護に係る施策に

関し必要な事項について調査審議し、答申する。

２ 審議会は、前項に規定する事項に関し、区長に意見を述べることができる。

（組織）

第３条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員１５人以内をもって

組織する。

(１) 区民

(２) 教育、福祉等に関する団体の関係者

(３) 学識経験者

(４) その他区長が適当と認める者

２ 委員の任期は、前条第１項の規定による答申が行われた日（以下「答申日」と

いう。）までとする。

（会長及び副会長）

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 審議会に副会長１人を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。



（会議）

第５条 審議会は、会長が招集する。

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

４ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開

とすることができる。

（部会）

第６条 審議会に、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができ

る。

２ 部会の委員及び部会長は、第３条第１項に規定する委員のうちから、会長が指

名する。

３ 前２項に定めるもののほか、部会について必要な事項は、審議会が定める。

（委員以外の者の出席等）

第７条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外

の者を出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求める

ことができる。

（委任）

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、答申日の

翌日から施行する。

２ この条例は、答申日の翌日に、その効力を失う。

３ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５０年杉並区

条例第３１号）の一部を次のように改正する。

別表区長の部に次のように加える。

杉並区子どもの権利擁護に関する 会長日額 １４，５００円

審議会 委員日額 １２，０００円

４ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように



改正する。

別表区長の部杉並区子どもの権利擁護に関する審議会の項を削る。



杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２２号

杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区職員の給与に関する条例（昭和５０年杉並区条例第９号）の一部を

次のように改正する。

第１２条第２項第１号中「同じ。）」の次に「又はパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定さ

れた性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を

尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関係その

他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める２者間の関係をいう。）の相手方

（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加える。

第１５条第１項第２号中「（配偶者の」を「又はパートナーシップ関係の相手

方（配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれも」に改める。

第１６条の２第１項及び第２項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関

係の相手方」を加える。

第２条 杉並区職員の旅費に関する条例（昭和５０年杉並区条例第１０号）の一部

を次のように改正する。

第２条第１項第６号中「同じ。）」の次に「又はパートナーシップ関係（双方

又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定され

た性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊

重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関係その他

の婚姻関係に相当すると任命権者が認める２者間の関係をいう。）の相手方（以

下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加え、同項第７号中「配偶

者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、「死亡」を「死亡

の」に改める。



第３条 杉並区職員の退職手当に関する条例（昭和５０年杉並区条例第１１号）の

一部を次のように改正する。

第４条第１項第１号中「死亡」を「死亡の」に改め、「含む。）」の次に「又

は職員の死亡の当時において、パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない

者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活に

おいて継続的に協力し合うことを約した２者間の関係その他の婚姻関係に相当す

ると任命権者が認める２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシッ

プ関係の相手方」という。）であつた者」を加え、同項第２号及び第３号中「死

亡」を「死亡の」に改める。

第１５条第８項第２号中「含む。）」を「含む。第５号において同じ。）又は

パートナーシップ関係の相手方」に改め、同項第５号中「同条第２項」を「その

者及びその者により生計を維持されている同居の親族又はパートナーシップ関係

の相手方の移転に通常要する費用を考慮した同条第２項」に改める。

第４条 杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）の一

部を次のように改正する。

第２条の３第２号中「同じ。）」の次に「又はパートナーシップ関係（双方又

はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定された

性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重

し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関係その他の

婚姻関係に相当すると任命権者が認める２者間の関係をいう。）の相手方（以下

「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加え、同条第３号ア及びイ中

「配偶者」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を加える。

第２条の４第１号及び第２号中「配偶者」の次に「若しくはパートナーシップ

関係の相手方」を加える。

第３条第５号、第４条及び第８条第７号中「配偶者」の次に「又はパートナー

シップ関係の相手方」を加える。

第１８条第１項中「配偶者」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相手

方」を加える。



第５条 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１０年杉並区条

例第３号）の一部を次のように改正する。

第９条の２第１項及び第２項中「含む。以下同じ。）」の次に「又はパートナ

ーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認

が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとし

て、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した

２者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加える。

第１６条第１項中「その配偶者」の次に「、パートナーシップ関係の相手方」

を、「、配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。

第６条 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２

年杉並区条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第１１条第１項及び第２項中「含む。以下同じ。）」の次に「又はパートナー

シップ関係（双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が

出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、

相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者

間の関係その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加える。

第１８条第１項中「その配偶者」の次に「、パートナーシップ関係の相手方」

を、「、配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。

第７条 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年杉並区条例第１８

号）の一部を次のように改正する。

第１１条第２項第１号中「同じ。）」の次に「又はパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定さ

れた性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を

尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関係その

他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める２者間の関係をいう。）の相手

方」を加える。

第８条 杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１９年



杉並区条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第１１条第１項中「以下同じ。）」の次に「又はパートナーシップ関係（双方

又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定され

た性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊

重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関係その他

の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める２者間の関係をいう。）の相手方

（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加え、同条第２項中

「配偶者又は」を「配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは」に

改め、「親族」の次に「又は同一の世帯に属する者」を、「以下同じ。）」の次

に「又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限ら

ない者又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生

のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し

合うことを約した２者間の関係その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認め

る２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」と

いう。）」を加える。

第９条 杉並区学校教育職員の給与に関する条例（平成１９年杉並区条例第１１

号）の一部を次のように改正する。

第１４条第２項第１号中「同じ。）」の次に「又はパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定さ

れた性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を

尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関係その

他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める２者間の関係をいう。）の相手

方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」を加える。

第１７条第１項第２号中「（配偶者の」を「又はパートナーシップ関係の相手

方（配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれも」に改める。

第１９条第１項及び第２項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の

相手方」を加える。

附 則

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。



２ 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年杉並区条例

第７号）の一部を次のように改正する。

附則第１１項中「引き続き」の次に「、配偶者を有しない場合（杉並区職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和５年杉並区条例第２２号）の施

行の日（以下「令和５年改正条例施行日」という。）以後にあっては、配偶者及

びパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者

又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生のパー

トナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこ

とを約した２者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める２者間

の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）

のいずれも有しない場合）で、かつ」を加え、同項第２号中「平成３１年度から

平成３５年度まで」を「令和元年度から令和５年度まで」に改める。

附則第１２項中「が配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を

加える。

附則第１４項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を、

「生じた日」の次に「（令和５年改正条例施行日前にパートナーシップ関係の相

手方を有するに至った場合は、令和５年改正条例施行日）」を加える。

３ 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年

杉並区条例第１４号）の一部を次のように改正する。

附則第３項中「引き続き」の次に「、配偶者を有しない場合（杉並区職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例（令和５年杉並区条例第２２号）の施行

の日（以下「令和５年改正条例施行日」という。）以後にあっては、配偶者及び

パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又

は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこと

を約した２者間の関係その他の婚姻関係に相当すると杉並区教育委員会が認める

２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」とい

う。）のいずれも有しない場合）で、かつ」を加え、同項第２号中「平成３１年

度から平成３５年度まで」を「令和元年度から令和５年度まで」に改める。



附則第４項中「が配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加

える。

附則第６項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を、

「生じた日」の次に「（令和５年改正条例施行日前にパートナーシップ関係の相

手方を有するに至った場合は、令和５年改正条例施行日）」を加える。

４ 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年杉

並区条例第１５号）の一部を次のように改正する。

附則第３項中「引き続き」の次に「、配偶者を有しない場合（杉並区職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例（令和５年杉並区条例第２２号）の施行

の日（以下「令和５年改正条例施行日」という。）以後にあっては、配偶者及び

パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又

は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこと

を約した２者間の関係その他の婚姻関係に相当すると杉並区教育委員会が認める

２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」とい

う。）のいずれも有しない場合）で、かつ」を加え、同項第２号中「平成３１年

度から平成３５年度まで」を「令和元年度から令和５年度まで」に改める。

附則第４項中「が配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加

える。

附則第６項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、

「生じた日」の次に「（令和５年改正条例施行日前にパートナーシップ関係の相

手方を有するに至った場合は、令和５年改正条例施行日）」を加える。
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杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（扶養手当） （扶養手当）

第１２条 略 第１２条 略

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者 ２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者

で他に生計の途がなく主としてその職 で他に生計の途がなく主としてその職

員の扶養を受けているものをいう。 員の扶養を受けているものをいう。

(１) 配偶者（届出をしないが事実上 (１) 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含 婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）又はパートナーシ む。以下同じ。）

ップ関係（双方又はいずれか一方が

性的指向が異性に限らない者又は性

自認が出生時に判定された性別と一

致しない者であり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重

し、日常の生活において継続的に協

力し合うことを約した２者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると任命

権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナー

シップ関係の相手方」という。）

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略

３及び４ 略 ３及び４ 略

（住居手当） （住居手当）

第１５条 住居手当は、次の各号のいず 第１５条 住居手当は、次の各号のいず

れかに該当する職員に支給する。 れかに該当する職員に支給する。

資 料
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(１) 略 (１) 略

(２) 第１６条の２第１項又は第３項 (２) 第１６条の２第１項又は第３項

の規定により単身赴任手当を支給さ の規定により単身赴任手当を支給さ

れる職員で、配偶者又はパートナー れる職員で、配偶者（配偶者の

シップ関係の相手方（配偶者及びパ

ートナーシップ関係の相手方のいず

れもない職員にあつては、満１８歳 ない職員にあつては、満１８歳

に達する日以後の最初の３月３１日 に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある子）が現に居住する までの間にある子）が現に居住する

住宅（公舎等で規則で定めるものを 住宅（公舎等で規則で定めるものを

除く。）に同居するときに世帯主と 除く。）に同居するときに世帯主と

なるもののうち、当該住宅を借り受 なるもののうち、当該住宅を借り受

け、月額２万７，０００円以上の家 け、月額２万７，０００円以上の家

賃を支払つているもの 賃を支払つているもの

２及び３ 略 ２及び３ 略

（単身赴任手当） （単身赴任手当）

第１６条の２ 公署を異にする異動又は 第１６条の２ 公署を異にする異動又は

在勤する公署の移転に伴い、住居を移 在勤する公署の移転に伴い、住居を移

転し、父母の疾病その他の規則で定め 転し、父母の疾病その他の規則で定め

るやむを得ない事情により、同居して るやむを得ない事情により、同居して

いた配偶者又はパートナーシップ関係 いた配偶者

の相手方と別居することとなつた職員 と別居することとなつた職員

で、当該異動又は公署の移転の直前の で、当該異動又は公署の移転の直前の

住居から当該異動又は公署の移転の直 住居から当該異動又は公署の移転の直

後に在勤する公署に通勤することが通 後に在勤する公署に通勤することが通

勤距離等を考慮して規則で定める基準 勤距離等を考慮して規則で定める基準

に照らして困難であると認められるも に照らして困難であると認められるも

ののうち、単身で生活することを常況 ののうち、単身で生活することを常況

とする職員には、単身赴任手当を支給 とする職員には、単身赴任手当を支給
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する。ただし、配偶者又はパートナー する。ただし、配偶者

シップ関係の相手方の住居から在勤す の住居から在勤す

る公署に通勤することが、通勤距離等 る公署に通勤することが、通勤距離等

を考慮して規則で定める基準に照らし を考慮して規則で定める基準に照らし

て困難であると認められない場合は、 て困難であると認められない場合は、

この限りでない。 この限りでない。

２ 単身赴任手当の月額は、３万円（規 ２ 単身赴任手当の月額は、３万円（規

則で定めるところにより算定した職員 則で定めるところにより算定した職員

の住居と配偶者又はパートナーシップ の住居と配偶者

関係の相手方の住居との間の交通距離 の住居との間の交通距離

（以下単に「交通距離」という。）が （以下単に「交通距離」という。）が

規則で定める距離以上である職員にあ 規則で定める距離以上である職員にあ

つては、その額に、１万４，０００円 つては、その額に、１万４，０００円

を超えない範囲内で交通距離の区分に を超えない範囲内で交通距離の区分に

応じて規則で定める額を加算した額） 応じて規則で定める額を加算した額）

とする。 とする。

３及び４ 略 ３及び４ 略

第２条による改正（杉並区職員の旅費に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（用語の意義） （用語の意義）

第２条 この条例において、次の各号に 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め 掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 るところによる。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 扶養親族 職員の配偶者（届出 (６) 扶養親族 職員の配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。） 事情にある者を含む。以下同じ。）
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又はパートナーシップ関係（双方又

はいずれか一方が性的指向が異性に

限らない者又は性自認が出生時に判

定された性別と一致しない者であ

り、互いを人生のパートナーとし

て、相互の人権を尊重し、日常の生

活において継続的に協力し合うこと

を約した２者間の関係その他の婚姻

関係に相当すると任命権者が認める

２者間の関係をいう。）の相手方

（以下「パートナーシップ関係の相

手方」という。）、子、父母、孫、 、子、父母、孫、

祖父母及び兄弟姉妹で主として職員 祖父母及び兄弟姉妹で主として職員

の収入によつて生計を維持している の収入によつて生計を維持している

ものをいう。 ものをいう。

(７) 遺族 職員の配偶者又はパート (７) 遺族 職員の配偶者

ナーシップ関係の相手方、子、父 、子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに 母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに

職員の死亡の当時職員と生計を一に 職員の死亡 当時職員と生計を一に

していた他の親族をいう。 していた他の親族をいう。

(８) 略 (８) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

第３条による改正（杉並区職員の退職手当に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（遺族の範囲及び順位） （遺族の範囲及び順位）

第４条 前条第１項に規定する遺族は、 第４条 前条第１項に規定する遺族は、

次の各号に掲げる者とする。 次の各号に掲げる者とする。
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(１) 配偶者（届出をしないが職員の (１) 配偶者（届出をしないが職員の

死亡の当時事実上婚姻関係と同様の 死亡 当時事実上婚姻関係と同様の

事情にあつた者を含む。）又は職員 事情にあつた者を含む。）

の死亡の当時において、パートナー

シップ関係（双方又はいずれか一方

が性的指向が異性に限らない者又は

性自認が出生時に判定された性別と

一致しない者であり、互いを人生の

パートナーとして、相互の人権を尊

重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した２者間の関

係その他の婚姻関係に相当すると任

命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナー

シップ関係の相手方」という。）で

あつた者

(２) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟 (２) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟

姉妹で職員の死亡の当時主としてそ 姉妹で職員の死亡 当時主としてそ

の収入によつて生計を維持していた の収入によつて生計を維持していた

もの もの

(３) 前号に掲げる者のほか、職員の (３) 前号に掲げる者のほか、職員の

死亡の当時主としてその収入によつ 死亡 当時主としてその収入によつ

て生計を維持していた親族 て生計を維持していた親族

(４) 略 (４) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当）

第１５条 略 第１５条 略

２～７ 略 ２～７ 略

８ 第１項、第３項及び第５項から前項 ８ 第１項、第３項及び第５項から前項
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までに定めるもののほか、第１項又は までに定めるもののほか、第１項又は

第３項の規定による退職手当の支給を 第３項の規定による退職手当の支給を

受けることができる者で次の各号の規 受けることができる者で次の各号の規

定に該当するものに対しては、それぞ 定に該当するものに対しては、それぞ

れ当該各号に掲げる金額を、退職手当 れ当該各号に掲げる金額を、退職手当

として、雇用保険法の規定による技能 として、雇用保険法の規定による技能

習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業 習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業

促進手当、移転費又は求職活動支援費 促進手当、移転費又は求職活動支援費

の支給の条件に従い支給する。 の支給の条件に従い支給する。

(１) 略 (１) 略

(２) 前号に規定する公共職業訓練等 (２) 前号に規定する公共職業訓練等

を受けるため、その者により生計を を受けるため、その者により生計を

維持されている同居の親族（届出を 維持されている同居の親族（届出を

していないが、事実上その者と婚姻 していないが、事実上その者と婚姻

関係と同様の事情にある者を含 関係と同様の事情にある者を含

む。第５号において同じ。）又はパ む。）

ートナーシップ関係の相手方と別居 と別居

して寄宿する者 雇用保険法第３６ して寄宿する者 雇用保険法第３６

条第４項に規定する寄宿手当の額に 条第４項に規定する寄宿手当の額に

相当する金額 相当する金額

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

(５) 公共職業安定所、職業安定法第 (５) 公共職業安定所、職業安定法第

４条第９項に規定する特定地方公共 ４条第９項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第１８条の２に規 団体若しくは同法第１８条の２に規

定する職業紹介事業者の紹介した職 定する職業紹介事業者の紹介した職

業に就くため、又は区長が雇用保険 業に就くため、又は区長が雇用保険

法の規定の例により指示した同法第 法の規定の例により指示した同法第

５８条第１項に規定する公共職業訓 ５８条第１項に規定する公共職業訓

練等を受けるため、その住所又は居 練等を受けるため、その住所又は居
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所を変更する者 その者及びその者 所を変更する者 同条第２項

により生計を維持されている同居の

親族又はパートナーシップ関係の相

手方の移転に通常要する費用を考慮

した同条第２項に規定する移転費の に規定する移転費の

額に相当する金額 額に相当する金額

(６) 略 (６) 略

９～１４ 略 ９～１４ 略

第４条による改正（杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（育児休業法第２条第１項の条例で定め （育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日） る日）

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の 第２条の３ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める日は、次の各号に掲げる 条例で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める 場合の区分に応じ、当該各号に定める

日とする。 日とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をし (２) 非常勤職員の配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情 ないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）又は にある者を含む。以下同じ。）

パートナーシップ関係（双方又はい

ずれか一方が性的指向が異性に限ら

ない者又は性自認が出生時に判定さ

れた性別と一致しない者であり、互

いを人生のパートナーとして、相互

の人権を尊重し、日常の生活におい

て継続的に協力し合うことを約した
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２者間の関係その他の婚姻関係に相

当すると任命権者が認める２者間の

関係をいう。）の相手方（以下「パ

ートナーシップ関係の相手方」とい

う。）が当該非常勤職員の養育する が当該非常勤職員の養育する

子の１歳到達日以前のいずれかの日 子の１歳到達日以前のいずれかの日

において当該子を養育するために育 において当該子を養育するために育

児休業法その他の法律の規定による 児休業法その他の法律の規定による

育児休業（以下この条及び次条にお 育児休業（以下この条及び次条にお

いて「地方等育児休業」という。） いて「地方等育児休業」という。）

をしている場合において当該非常勤 をしている場合において当該非常勤

職員が当該子について育児休業をし 職員が当該子について育児休業をし

ようとする場合（当該育児休業の期 ようとする場合（当該育児休業の期

間の初日とされた日が当該子の１歳 間の初日とされた日が当該子の１歳

到達日の翌日後である場合又は当該 到達日の翌日後である場合又は当該

地方等育児休業の期間の初日前であ 地方等育児休業の期間の初日前であ

る場合を除く。） 当該子が１歳２ る場合を除く。） 当該子が１歳２

か月に達する日（当該日が当該育児 か月に達する日（当該日が当該育児

休業の期間の初日とされた日から起 休業の期間の初日とされた日から起

算して育児休業等可能日数（当該子 算して育児休業等可能日数（当該子

の出生の日から当該子の１歳到達日 の出生の日から当該子の１歳到達日

までの日数をいう。）から育児休業 までの日数をいう。）から育児休業

等取得日数（当該子の出生の日以後 等取得日数（当該子の出生の日以後

当該非常勤職員が労働基準法（昭和 当該非常勤職員が労働基準法（昭和

２２年法律第４９号）第６５条第１ ２２年法律第４９号）第６５条第１

項又は第２項の規定により勤務しな 項又は第２項の規定により勤務しな

かった日数と当該子について育児休 かった日数と当該子について育児休

業をした日数を合算した日数をい 業をした日数を合算した日数をい

う。）を差し引いた日数を経過する う。）を差し引いた日数を経過する
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日より後の日であるときは、当該経 日より後の日であるときは、当該経

過する日） 過する日）

(３) １歳から１歳６か月に達するま (３) １歳から１歳６か月に達するま

での子を養育する非常勤職員が、次 での子を養育する非常勤職員が、次

に掲げる場合のいずれにも該当する に掲げる場合のいずれにも該当する

場合（当該子についてこの号に掲げ 場合（当該子についてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしてい る場合に該当して育児休業をしてい

る場合であって第３条第７号に掲げ る場合であって第３条第７号に掲げ

る事情に該当するときはイ及びウに る事情に該当するときはイ及びウに

掲げる場合に該当する場合、規則で 掲げる場合に該当する場合、規則で

定める特別の事情がある場合にあっ 定める特別の事情がある場合にあっ

てはウに掲げる場合に該当する場 てはウに掲げる場合に該当する場

合） 当該子の１歳６か月到達日 合） 当該子の１歳６か月到達日

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳 ア 当該非常勤職員が当該子の１歳

到達日（当該非常勤職員が前号に 到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休 掲げる場合に該当してする育児休

業又は当該非常勤職員の配偶者若 業又は当該非常勤職員の配偶者

しくはパートナーシップ関係の相

手方が同号に掲げる場合若しくは が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してす これに相当する場合に該当してす

る地方等育児休業の期間の末日と る地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後 された日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日 である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間 とされた日（当該育児休業の期間

の末日とされた日と当該地方等育 の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が 児休業の期間の末日とされた日が

異なるときは、そのいずれかの 異なるときは、そのいずれかの

日））の翌日（当該配偶者若しく 日））の翌日（当該配偶者

はパートナーシップ関係の相手方
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がこの号に掲げる場合又はこれに がこの号に掲げる場合又はこれに

相当する場合に該当して地方等育 相当する場合に該当して地方等育

児休業をする場合にあっては、当 児休業をする場合にあっては、当

該地方等育児休業の期間の末日と 該地方等育児休業の期間の末日と

された日の翌日以前の日）を育児 された日の翌日以前の日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業 休業の期間の初日とする育児休業

をしようとする場合 をしようとする場合

イ 当該子について、当該非常勤職 イ 当該子について、当該非常勤職

員が当該子の１歳到達日（当該非 員が当該子の１歳到達日（当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該 常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日 当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日 とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末 後である場合にあっては、当該末

日とされた日）において育児休業 日とされた日）において育児休業

をしている場合又は当該非常勤職 をしている場合又は当該非常勤職

員の配偶者若しくはパートナーシ 員の配偶者

ップ関係の相手方が当該子の１歳 が当該子の１歳

到達日（当該配偶者若しくはパー 到達日（当該配偶者

トナーシップ関係の相手方が同号 が同号

に掲げる場合又はこれに相当する に掲げる場合又はこれに相当する

場合に該当してする地方等育児休 場合に該当してする地方等育児休

業の期間の末日とされた日が当該 業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあ 子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）に っては、当該末日とされた日）に

おいて地方等育児休業をしている おいて地方等育児休業をしている

場合 場合

ウ及びエ 略 ウ及びエ 略

（育児休業法第２条第１項の条例で定め （育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合） る場合）
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第２条の４ 育児休業法第２条第１項の 第２条の４ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める場合は、１歳６か月から 条例で定める場合は、１歳６か月から

２歳に達するまでの子を養育する非常 ２歳に達するまでの子を養育する非常

勤職員が、次の各号に掲げる場合のい 勤職員が、次の各号に掲げる場合のい

ずれにも該当する場合（当該子につい ずれにも該当する場合（当該子につい

てこの条の規定に該当して育児休業を てこの条の規定に該当して育児休業を

している場合であって次条第７号に掲 している場合であって次条第７号に掲

げる事情に該当するときは第２号及び げる事情に該当するときは第２号及び

第３号に掲げる場合に該当する場合、 第３号に掲げる場合に該当する場合、

規則で定める特別の事情がある場合に 規則で定める特別の事情がある場合に

あっては同号に掲げる場合に該当する あっては同号に掲げる場合に該当する

場合）とする。 場合）とする。

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳 (１) 当該非常勤職員が当該子の１歳

６か月到達日の翌日（当該非常勤職 ６か月到達日の翌日（当該非常勤職

員の配偶者若しくはパートナーシッ 員の配偶者

プ関係の相手方がこの条の規定に該 がこの条の規定に該

当し、又はこれに相当する場合に該 当し、又はこれに相当する場合に該

当して地方等育児休業をする場合に 当して地方等育児休業をする場合に

あっては、当該地方等育児休業の期 あっては、当該地方等育児休業の期

間の末日とされた日の翌日以前の 間の末日とされた日の翌日以前の

日）を育児休業の期間の初日とする 日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合 育児休業をしようとする場合

(２) 当該子について、当該非常勤職 (２) 当該子について、当該非常勤職

員が当該子の１歳６か月到達日にお 員が当該子の１歳６か月到達日にお

いて育児休業をしている場合又は当 いて育児休業をしている場合又は当

該非常勤職員の配偶者若しくはパー 該非常勤職員の配偶者

トナーシップ関係の相手方が当該子 が当該子

の１歳６か月到達日において地方等 の１歳６か月到達日において地方等

育児休業をしている場合 育児休業をしている場合
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(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（育児休業法第２条第１項ただし書の条 （育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情） 例で定める特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし 第３条 育児休業法第２条第１項ただし

書の条例で定める特別の事情は、次に 書の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 掲げる事情とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 配偶者又はパートナーシップ関 (５) 配偶者

係の相手方が負傷又は疾病により入 が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者又はパートナー 院したこと、配偶者

シップ関係の相手方と別居したこ と別居したこ

と、育児休業に係る子について児童 と、育児休業に係る子について児童

福祉法第３９条第１項に規定する保 福祉法第３９条第１項に規定する保

育所、就学前の子どもに関する教 育所、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に 育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７ 関する法律（平成１８年法律第７７

号）第２条第６項に規定する認定こ 号）第２条第６項に規定する認定こ

ども園又は児童福祉法第２４条第２ ども園又は児童福祉法第２４条第２

項に規定する家庭的保育事業等（以 項に規定する家庭的保育事業等（以

下「保育所等」という。）における 下「保育所等」という。）における

保育の利用を希望し、申込みを行っ 保育の利用を希望し、申込みを行っ

ているが、当面その実施が行われな ているが、当面その実施が行われな

いことその他の育児休業の終了時に いことその他の育児休業の終了時に

予測することができなかった事実が 予測することができなかった事実が

生じたことにより当該育児休業に係 生じたことにより当該育児休業に係

る子について育児休業をしなければ る子について育児休業をしなければ

その養育に著しい支障が生じること その養育に著しい支障が生じること

となったこと。 となったこと。

(６)及び(７) 略 (６)及び(７) 略
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（育児休業の期間の再度の延長ができる （育児休業の期間の再度の延長ができる

特別の事情） 特別の事情）

第４条 育児休業法第３条第２項の条例 第４条 育児休業法第３条第２項の条例

で定める特別の事情は、配偶者又はパ で定める特別の事情は、配偶者

ートナーシップ関係の相手方が負傷又 が負傷又

は疾病により入院したこと、配偶者又 は疾病により入院したこと、配偶者

はパートナーシップ関係の相手方と別 と別

居したこと、育児休業に係る子につい 居したこと、育児休業に係る子につい

て保育所等における保育の利用を希望 て保育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面その し、申込みを行っているが、当面その

実施が行われないことその他の育児休 実施が行われないことその他の育児休

業の期間の延長の請求時に予測するこ 業の期間の延長の請求時に予測するこ

とができなかった事実が生じたことに とができなかった事実が生じたことに

より当該育児休業に係る子について育 より当該育児休業に係る子について育

児休業の期間の再度の延長をしなけれ 児休業の期間の再度の延長をしなけれ

ばその養育に著しい支障が生じること ばその養育に著しい支障が生じること

となったこととする。 となったこととする。

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から （育児短時間勤務の終了の日の翌日から

起算して１年を経過しない場合に育児短 起算して１年を経過しない場合に育児短

時間勤務をすることができる特別の事 時間勤務をすることができる特別の事

情） 情）

第８条 育児休業法第１０条第１項ただ 第８条 育児休業法第１０条第１項ただ

し書の条例で定める特別の事情は、次 し書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 に掲げる事情とする。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

(７) 配偶者又はパートナーシップ関 (７) 配偶者

係の相手方が負傷又は疾病により入 が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者又はパートナー 院したこと、配偶者

シップ関係の相手方と別居したこ と別居したこ
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と、育児短時間勤務に係る子につい と、育児短時間勤務に係る子につい

て保育所等における保育の利用を希 て保育所等における保育の利用を希

望し、申込みを行っているが、当面 望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われないことその他の その実施が行われないことその他の

育児短時間勤務の終了時に予測する 育児短時間勤務の終了時に予測する

ことができなかった事実が生じたこ ことができなかった事実が生じたこ

とにより当該育児短時間勤務に係る とにより当該育児短時間勤務に係る

子について育児短時間勤務をしなけ 子について育児短時間勤務をしなけ

ればその養育に著しい支障が生じる ればその養育に著しい支障が生じる

こととなったこと。 こととなったこと。

（妊娠又は出産等についての申出があっ （妊娠又は出産等についての申出があっ

た場合における措置等） た場合における措置等）

第１８条 任命権者は、職員が当該任命 第１８条 任命権者は、職員が当該任命

権者に対し、当該職員又はその配偶者 権者に対し、当該職員又はその配偶者

若しくはパートナーシップ関係の相手

方が妊娠し、又は出産したことその他 が妊娠し、又は出産したことその他

これに準ずるものとして規則で定める これに準ずるものとして規則で定める

事実を申し出たときは、当該職員に対 事実を申し出たときは、当該職員に対

して、育児休業に関する制度その他の して、育児休業に関する制度その他の

規則で定める事項を知らせるととも 規則で定める事項を知らせるととも

に、育児休業の承認の請求に係る当該 に、育児休業の承認の請求に係る当該

職員の意向を確認するための面談その 職員の意向を確認するための面談その

他の規則で定める措置を講じなければ 他の規則で定める措置を講じなければ

ならない。 ならない。

２ 略 ２ 略

第５条による改正（杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改

正）

新 条 例 旧 条 例
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（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の

制限） 制限）

第９条の２ 任命権者は、小学校就学の 第９条の２ 任命権者は、小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２ 始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第 ９年法律第８９号）第８１７条の２第

１項の規定により職員が当該職員との １項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁 間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求し 組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が た者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。） 裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するも であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１ の、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定 ６４号）第２７条第１項第３号の規定

により同法第６条の４第２号に規定す により同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親である職員に委託され る養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者と ている児童その他これらに準ずる者と

して規則で定める者を含む。以下この して規則で定める者を含む。以下この

項並びに次条第１項及び第３項並びに 項並びに次条第１項及び第３項並びに

第９条の４第１項及び第３項において 第９条の４第１項及び第３項において

同じ。）のある職員（職員の配偶者 同じ。）のある職員（職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同 （届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。以下同 様の事情にある者を含む。以下同

じ。）又はパートナーシップ関係（双 じ。）

方又はいずれか一方が性的指向が異性

に限らない者又は性自認が出生時に判

定された性別と一致しない者であり、

互いを人生のパートナーとして、相互

の人権を尊重し、日常の生活において
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継続的に協力し合うことを約した２者

間の関係その他の婚姻関係に相当する

と任命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシ

ップ関係の相手方」という。）で当該 で当該

子の親であるものが、深夜（午後１０ 子の親であるものが、深夜（午後１０

時から翌日の午前５時までの間をい 時から翌日の午前５時までの間をい

う。以下同じ。）において常態として う。以下同じ。）において常態として

当該子を養育することができるものと 当該子を養育することができるものと

して規則で定める者に該当する場合に して規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が当該子を おける当該職員を除く。）が当該子を

養育するために請求した場合には、職 養育するために請求した場合には、職

務に支障がある場合を除き、深夜にお 務に支障がある場合を除き、深夜にお

ける勤務をさせてはならない。 ける勤務をさせてはならない。

２ 前項の規定は、要介護者（第１６条 ２ 前項の規定は、要介護者（第１６条

第１項に規定する日常生活を営むこと 第１項に規定する日常生活を営むこと

に支障がある者をいう。以下同じ。） に支障がある者をいう。以下同じ。）

を介護する職員について準用する。こ を介護する職員について準用する。こ

の場合において、前項中「小学校就学 の場合において、前項中「小学校就学

の始期に達するまでの子（民法（明治 の始期に達するまでの子（民法（明治

２９年法律第８９号）第８１７条の２ ２９年法律第８９号）第８１７条の２

第１項の規定により職員が当該職員と 第１項の規定により職員が当該職員と

の間における同項に規定する特別養子 の間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求 縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件 した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限 が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護 る。）であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法（昭和２２年法 するもの、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第１項第３号 律第１６４号）第２７条第１項第３号
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の規定により同法第６条の４第２号に の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親である職員に委 規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ず 託されている児童その他これらに準ず

る者として規則で定める者を含む。以 る者として規則で定める者を含む。以

下この項並びに次条第１項及び第３項 下この項並びに次条第１項及び第３項

並びに第９条の４第１項及び第３項に 並びに第９条の４第１項及び第３項に

おいて同じ。）のある職員（職員の配 おいて同じ。）のある職員（職員の配

偶者（届出をしないが事実上婚姻関係 偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同 と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）又はパートナーシップ関係（双 じ。）

方又はいずれか一方が性的指向が異性

に限らない者又は性自認が出生時に判

定された性別と一致しない者であり、

互いを人生のパートナーとして、相互

の人権を尊重し、日常の生活において

継続的に協力し合うことを約した２者

間の関係その他の婚姻関係に相当する

と任命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシ

ップ関係の相手方」という。）で当該 で当該

子の親であるものが、深夜（午後１０ 子の親であるものが、深夜（午後１０

時から翌日の午前５時までの間をい 時から翌日の午前５時までの間をい

う。以下同じ。）において常態として う。以下同じ。）において常態として

当該子を養育することができるものと 当該子を養育することができるものと

して規則で定める者に該当する場合に して規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が当該子を おける当該職員を除く。）が当該子を

養育」とあるのは「要介護者のある職 養育」とあるのは「要介護者のある職

員（ただし、規則で定める者に該当す 員（ただし、規則で定める者に該当す

る場合における当該職員を除く。） る場合における当該職員を除く。）
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が、規則で定めるところにより、要介 が、規則で定めるところにより、要介

護者を介護」と読み替えるものとす 護者を介護」と読み替えるものとす

る。 る。

３ 略 ３ 略

（介護休暇） （介護休暇）

第１６条 任命権者は、職員がその配偶 第１６条 任命権者は、職員がその配偶

者、パートナーシップ関係の相手方、 者 、

父母、子、配偶者又はパートナーシッ 父母、子、配偶者

プ関係の相手方の父母その他規則で定 の父母その他規則で定

める者で負傷、疾病又は老齢により日 める者で負傷、疾病又は老齢により日

常生活を営むことに支障があるものの 常生活を営むことに支障があるものの

介護をするため、勤務しないことが相 介護をするため、勤務しないことが相

当であると認められる場合における休 当であると認められる場合における休

暇として、介護休暇（前条第１項に規 暇として、介護休暇（前条第１項に規

定するものを除く。以下この条におい 定するものを除く。以下この条におい

て同じ。）を承認するものとする。 て同じ。）を承認するものとする。

２ 略 ２ 略

第６条による改正（杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の

制限） 制限）

第１１条 教育委員会は、小学校就学の 第１１条 教育委員会は、小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２ 始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第 ９年法律第８９号）第８１７条の２第

１項の規定により職員が当該職員との １項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁 間における同項に規定する特別養子縁
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組の成立について家庭裁判所に請求し 組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が た者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。） 裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するも であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１ の、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定 ６４号）第２７条第１項第３号の規定

により同法第６条の４第２号に規定す により同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親である職員に委託され る養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者と ている児童その他これらに準ずる者と

して教育委員会規則で定める者を含 して教育委員会規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び む。以下この項並びに次条第１項及び

第３項並びに第１１条の３第１項及び 第３項並びに第１１条の３第１項及び

第３項において同じ。）のある職員 第３項において同じ。）のある職員

（職員の配偶者（届出をしないが事実 （職員の配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含 上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）又はパートナーシッ む。以下同じ。）

プ関係（双方又はいずれか一方が性的

指向が異性に限らない者又は性自認が

出生時に判定された性別と一致しない

者であり、互いを人生のパートナーと

して、相互の人権を尊重し、日常の生

活において継続的に協力し合うことを

約した２者間の関係その他の婚姻関係

に相当すると教育委員会が認める２者

間の関係をいう。）の相手方（以下

「パートナーシップ関係の相手方」と

いう。）で当該子の親であるものが、 で当該子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時 深夜（午後１０時から翌日の午前５時

までの間をいう。以下同じ。）におい までの間をいう。以下同じ。）におい



- 20 -

て常態として当該子を養育することが て常態として当該子を養育することが

できるものとして教育委員会規則で定 できるものとして教育委員会規則で定

める者に該当する場合における当該職 める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が当該子を養育するため 員を除く。）が当該子を養育するため

に請求した場合には、職務に支障があ に請求した場合には、職務に支障があ

る場合を除き、深夜における勤務をさ る場合を除き、深夜における勤務をさ

せてはならない。 せてはならない。

２ 前項の規定は、要介護者（第１８条 ２ 前項の規定は、要介護者（第１８条

第１項に規定する日常生活を営むこと 第１項に規定する日常生活を営むこと

に支障がある者をいう。以下同じ。） に支障がある者をいう。以下同じ。）

を介護する職員について準用する。こ を介護する職員について準用する。こ

の場合において、前項中「小学校就学 の場合において、前項中「小学校就学

の始期に達するまでの子（民法（明治 の始期に達するまでの子（民法（明治

２９年法律第８９号）第８１７条の２ ２９年法律第８９号）第８１７条の２

第１項の規定により職員が当該職員と 第１項の規定により職員が当該職員と

の間における同項に規定する特別養子 の間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求 縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件 した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限 が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護 る。）であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法（昭和２２年法 するもの、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第１項第３号 律第１６４号）第２７条第１項第３号

の規定により同法第６条の４第２号に の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親である職員に委 規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ず 託されている児童その他これらに準ず

る者として教育委員会規則で定める者 る者として教育委員会規則で定める者

を含む。以下この項並びに次条第１項 を含む。以下この項並びに次条第１項

及び第３項並びに第１１条の３第１項 及び第３項並びに第１１条の３第１項

及び第３項において同じ。）のある職 及び第３項において同じ。）のある職
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員（職員の配偶者（届出をしないが事 員（職員の配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を 実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）又はパートナーシ 含む。以下同じ。）

ップ関係（双方又はいずれか一方が性

的指向が異性に限らない者又は性自認

が出生時に判定された性別と一致しな

い者であり、互いを人生のパートナー

として、相互の人権を尊重し、日常の

生活において継続的に協力し合うこと

を約した２者間の関係その他の婚姻関

係に相当すると教育委員会が認める２

者間の関係をいう。）の相手方（以下

「パートナーシップ関係の相手方」と

いう。）で当該子の親であるものが、 で当該子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時 深夜（午後１０時から翌日の午前５時

までの間をいう。以下同じ。）におい までの間をいう。以下同じ。）におい

て常態として当該子を養育することが て常態として当該子を養育することが

できるものとして教育委員会規則で定 できるものとして教育委員会規則で定

める者に該当する場合における当該職 める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が当該子を養育」とある 員を除く。）が当該子を養育」とある

のは「要介護者のある職員（ただし、 のは「要介護者のある職員（ただし、

教育委員会規則で定める者に該当する 教育委員会規則で定める者に該当する

場合における当該職員を除く。）が、 場合における当該職員を除く。）が、

教育委員会規則で定めるところによ 教育委員会規則で定めるところによ

り、要介護者を介護」と読み替えるも り、要介護者を介護」と読み替えるも

のとする。 のとする。

３ 略 ３ 略

（介護休暇） （介護休暇）

第１８条 教育委員会は、職員がその配 第１８条 教育委員会は、職員がその配
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偶者、パートナーシップ関係の相手 偶者

方、父母、子、配偶者又はパートナー 、父母、子、配偶者

シップ関係の相手方の父母その他教育 の父母その他教育

委員会規則で定める者で負傷、疾病又 委員会規則で定める者で負傷、疾病又

は老齢により日常生活を営むことに支 は老齢により日常生活を営むことに支

障があるものの介護をするため、勤務 障があるものの介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる しないことが相当であると認められる

場合における休暇として、介護休暇 場合における休暇として、介護休暇

（前条第１項に規定するものを除く。 （前条第１項に規定するものを除く。

以下この条において同じ。）を承認す 以下この条において同じ。）を承認す

るものとする。 るものとする。

２ 略 ２ 略

第７条による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（扶養手当） （扶養手当）

第１１条 略 第１１条 略

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者 ２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者

で他に生計のみちがなく主としてその で他に生計のみちがなく主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 職員の扶養を受けているものをいう。

(１) 配偶者（届出をしないが事実上 (１) 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含 婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）又はパートナーシ む。以下同じ。）

ップ関係（双方又はいずれか一方が

性的指向が異性に限らない者又は性

自認が出生時に判定された性別と一

致しない者であり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重
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し、日常の生活において継続的に協

力し合うことを約した２者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると教育

委員会が認める２者間の関係をい

う。）の相手方

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略

３及び４ 略 ３及び４ 略

第８条による改正（杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の

制限） 制限）

第１１条 教育委員会は、小学校就学の 第１１条 教育委員会は、小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２ 始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第 ９年法律第８９号）第８１７条の２第

１項の規定により職員が当該職員との １項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁 間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求し 組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が た者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。） 裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するも であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１ の、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定 ６４号）第２７条第１項第３号の規定

により同法第６条の４第２号に規定す により同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親である職員に委託され る養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者と ている児童その他これらに準ずる者と

して教育委員会規則で定める者を含 して教育委員会規則で定める者を含
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む。以下この項並びに次条第１項及び む。以下この項並びに次条第１項及び

第３項並びに第１２条第１項及び第３ 第３項並びに第１２条第１項及び第３

項において同じ。）を養育する職員 項において同じ。）を養育する職員

（当該職員の配偶者（届出をしないが （当該職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者 事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下同じ。）又はパートナー を含む。以下同じ。）

シップ関係（双方又はいずれか一方が

性的指向が異性に限らない者又は性自

認が出生時に判定された性別と一致し

ない者であり、互いを人生のパートナ

ーとして、相互の人権を尊重し、日常

の生活において継続的に協力し合うこ

とを約した２者間の関係その他の婚姻

関係に相当すると教育委員会が認める

２者間の関係をいう。）の相手方（以

下「パートナーシップ関係の相手方」

という。）で当該子の親であるもの で当該子の親であるもの

が、教育委員会規則で定める者に該当 が、教育委員会規則で定める者に該当

する場合を除く。）が当該子を養育す する場合を除く。）が当該子を養育す

るために請求した場合には、公務運営 るために請求した場合には、公務運営

に支障がある場合を除き、午後１０時 に支障がある場合を除き、午後１０時

から翌日の午前５時までの間（以下 から翌日の午前５時までの間（以下

「深夜」という。）における勤務をさ 「深夜」という。）における勤務をさ

せてはならない。 せてはならない。

２ 前項の規定は、配偶者若しくはパー ２ 前項の規定は、配偶者又は

トナーシップ関係の相手方若しくは２ ２

親等内の親族又は同一の世帯に属する 親等内の親族

者で疾病、負傷又は老齢により日常生 で疾病、負傷又は老齢により日常生

活を営むことに支障があるもの（以下 活を営むことに支障があるもの（以下
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「要介護者」という。）を介護する職 「要介護者」という。）を介護する職

員について準用する。この場合におい 員について準用する。この場合におい

て、同項中「小学校就学の始期に達す て、同項中「小学校就学の始期に達す

るまでの子（民法（明治２９年法律第 るまでの子（民法（明治２９年法律第

８９号）第８１７条の２第１項の規定 ８９号）第８１７条の２第１項の規定

により職員が当該職員との間における により職員が当該職員との間における

同項に規定する特別養子縁組の成立に 同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者（当該 ついて家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係 請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であって、 属している場合に限る。）であって、

当該職員が現に監護するもの、児童福 当該職員が現に監護するもの、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第 祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２７条第１項第３号の規定により同法 ２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組 第６条の４第２号に規定する養子縁組

里親である職員に委託されている児童 里親である職員に委託されている児童

その他これらに準ずる者として教育委 その他これらに準ずる者として教育委

員会規則で定める者を含む。以下この 員会規則で定める者を含む。以下この

項並びに次条第１項及び第３項並びに 項並びに次条第１項及び第３項並びに

第１２条第１項及び第３項において同 第１２条第１項及び第３項において同

じ。）を養育する職員（当該職員の配 じ。）を養育する職員（当該職員の配

偶者（届出をしないが事実上婚姻関係 偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同 と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）又はパートナーシップ関係（双 じ。）

方又はいずれか一方が性的指向が異性

に限らない者又は性自認が出生時に判

定された性別と一致しない者であり、

互いを人生のパートナーとして、相互

の人権を尊重し、日常の生活において

継続的に協力し合うことを約した２者
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間の関係その他の婚姻関係に相当する

と教育委員会が認める２者間の関係を

いう。）の相手方（以下「パートナー

シップ関係の相手方」という。）で当 で当

該子の親であるものが、教育委員会規 該子の親であるものが、教育委員会規

則で定める者に該当する場合を除 則で定める者に該当する場合を除

く。）が当該子を養育」とあるのは、 く。）が当該子を養育」とあるのは、

「次項に規定する要介護者のある職員 「次項に規定する要介護者のある職員

が当該要介護者を介護」と読み替える が当該要介護者を介護」と読み替える

ものとする。 ものとする。

３ 略 ３ 略

第９条による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（扶養手当） （扶養手当）

第１４条 略 第１４条 略

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者 ２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者

で他に生計のみちがなく主としてその で他に生計のみちがなく主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 職員の扶養を受けているものをいう。

(１) 配偶者（届出をしないが事実上 (１) 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含 婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）又はパートナーシ む。以下同じ。）

ップ関係（双方又はいずれか一方が

性的指向が異性に限らない者又は性

自認が出生時に判定された性別と一

致しない者であり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重

し、日常の生活において継続的に協
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力し合うことを約した２者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると教育

委員会が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナー

シップ関係の相手方」という。）

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略

３及び４ 略 ３及び４ 略

（住居手当） （住居手当）

第１７条 住居手当は、次の各号のいず 第１７条 住居手当は、次の各号のいず

れかに該当する職員に支給する。 れかに該当する職員に支給する。

(１) 略 (１) 略

(２) 第１９条第１項又は第３項の規 (２) 第１９条第１項又は第３項の規

定により単身赴任手当を支給される 定により単身赴任手当を支給される

職員で、配偶者又はパートナーシッ 職員で、配偶者（配偶者の

プ関係の相手方（配偶者及びパート

ナーシップ関係の相手方のいずれも

ない職員にあっては、満１８歳に達 ない職員にあっては、満１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日まで する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある子）が現に居住する住宅 の間にある子）が現に居住する住宅

（公舎等で教育委員会規則で定める （公舎等で教育委員会規則で定める

ものを除く。）に同居するときに世 ものを除く。）に同居するときに世

帯主となるもののうち、当該住宅を 帯主となるもののうち、当該住宅を

借り受け、月額２万７，０００円以 借り受け、月額２万７，０００円以

上の家賃を支払っているもの 上の家賃を支払っているもの

２及び３ 略 ２及び３ 略

（単身赴任手当） （単身赴任手当）

第１９条 学校を異にする異動又は在勤 第１９条 学校を異にする異動又は在勤

する学校の移転に伴い、住居を移転 する学校の移転に伴い、住居を移転

し、父母の疾病その他の教育委員会規 し、父母の疾病その他の教育委員会規
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則で定めるやむを得ない事情により、 則で定めるやむを得ない事情により、

同居していた配偶者又はパートナーシ 同居していた配偶者

ップ関係の相手方と別居することとな と別居することとな

った職員で、当該異動又は学校の移転 った職員で、当該異動又は学校の移転

の直前の住居から当該異動又は学校の の直前の住居から当該異動又は学校の

移転の直後に在勤する学校に通勤する 移転の直後に在勤する学校に通勤する

ことが通勤距離等を考慮して教育委員 ことが通勤距離等を考慮して教育委員

会規則で定める基準に照らして困難で 会規則で定める基準に照らして困難で

あると認められるもののうち、単身で あると認められるもののうち、単身で

生活することを常況とする職員には、 生活することを常況とする職員には、

単身赴任手当を支給する。ただし、配 単身赴任手当を支給する。ただし、配

偶者又はパートナーシップ関係の相手 偶者

方の住居から在勤する学校に通勤する の住居から在勤する学校に通勤する

ことが、通勤距離等を考慮して教育委 ことが、通勤距離等を考慮して教育委

員会規則で定める基準に照らして困難 員会規則で定める基準に照らして困難

であると認められない場合は、この限 であると認められない場合は、この限

りでない。 りでない。

２ 単身赴任手当の月額は、３万円（教 ２ 単身赴任手当の月額は、３万円（教

育委員会規則で定めるところにより算 育委員会規則で定めるところにより算

定した職員の住居と配偶者又はパート 定した職員の住居と配偶者

ナーシップ関係の相手方の住居との間 の住居との間

の交通距離（以下単に「交通距離」と の交通距離（以下単に「交通距離」と

いう。）が教育委員会規則で定める距 いう。）が教育委員会規則で定める距

離以上である職員にあっては、その額 離以上である職員にあっては、その額

に、１万４，０００円を超えない範囲 に、１万４，０００円を超えない範囲

内で交通距離の区分に応じて教育委員 内で交通距離の区分に応じて教育委員

会規則で定める額を加算した額）とす 会規則で定める額を加算した額）とす

る。 る。

３及び４ 略 ３及び４ 略
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附則第２項による改正（杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

１～１０ 略 １～１０ 略

１１ 平成３０年３月３１日において、 １１ 平成３０年３月３１日において、

この条例による改正前の杉並区職員の この条例による改正前の杉並区職員の

給与に関する条例第１２条第２項第２ 給与に関する条例第１２条第２項第２

号に該当する扶養親族たる子のうち１ 号に該当する扶養親族たる子のうち１

人（職員に配偶者のない場合に限る。 人（職員に配偶者のない場合に限る。

以下「配偶者を欠く一子」という。） 以下「配偶者を欠く一子」という。）

を扶養することにより扶養手当を受け を扶養することにより扶養手当を受け

ている職員（同号に該当する扶養親族 ている職員（同号に該当する扶養親族

たる子（配偶者を欠く一子を除く。） たる子（配偶者を欠く一子を除く。）

を扶養することにより扶養手当を受け を扶養することにより扶養手当を受け

ている者を除く。）が、施行日以後、 ている者を除く。）が、施行日以後、

引き続き、配偶者を有しない場合（杉 引き続き

並区職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例（令和５年杉並区条例

第２２号）の施行の日（以下「令和５

年改正条例施行日」という。）以後に

あっては、配偶者及びパートナーシッ

プ関係（双方又はいずれか一方が性的

指向が異性に限らない者又は性自認が

出生時に判定された性別と一致しない

者であり、互いを人生のパートナーと

して、相互の人権を尊重し、日常の生
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活において継続的に協力し合うことを

約した２者間の関係その他の婚姻関係

に相当すると任命権者が認める２者間

の関係をいう。）の相手方（以下「パ

ートナーシップ関係の相手方」とい

う。）のいずれも有しない場合）で、

かつ、満１５歳に達する日後の最初の 、満１５歳に達する日後の最初の

４月１日から満２２歳に達する日以後 ４月１日から満２２歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にない配 の最初の３月３１日までの間にない配

偶者を欠く一子を扶養する場合（当該 偶者を欠く一子を扶養する場合（当該

職員が改正後の条例第１２条第２項第 職員が改正後の条例第１２条第２項第

２号に該当する扶養親族たる子を新た ２号に該当する扶養親族たる子を新た

に扶養することにより扶養手当の支給 に扶養することにより扶養手当の支給

額が改定される場合を除く。）その他 額が改定される場合を除く。）その他

これに準ずる場合には、改正後の条例 これに準ずる場合には、改正後の条例

第１２条の規定及び前項の規定にかか 第１２条の規定及び前項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる年度に限 わらず、次の各号に掲げる年度に限

り、当該各号に定める月額の配偶者を り、当該各号に定める月額の配偶者を

欠く一子に係る扶養手当を支給するも 欠く一子に係る扶養手当を支給するも

のとする。 のとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 令和元年度から令和５年度まで (２) 平成３１年度から平成３５年度

１万３，０００円 まで １万３，０００円

１２ 前項の規定により扶養手当を受け １２ 前項の規定により扶養手当を受け

ている職員が配偶者又はパートナーシ ている職員が配偶者

ップ関係の相手方を有するに至った場 を有するに至った場

合その他の同項の規定による扶養手当 合その他の同項の規定による扶養手当

を受ける要件を欠くに至った場合（当 を受ける要件を欠くに至った場合（当

該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が 該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が
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満１５歳に達した日以後の最初の３月 満１５歳に達した日以後の最初の３月

３１日の経過により、当該扶養手当を ３１日の経過により、当該扶養手当を

受ける要件を欠くに至った場合を除 受ける要件を欠くに至った場合を除

く。）には、その職員は、直ちにその く。）には、その職員は、直ちにその

旨を任命権者に届け出なければならな 旨を任命権者に届け出なければならな

い。 い。

１３ 略 １３ 略

１４ 附則第１１項の規定により扶養手 １４ 附則第１１項の規定により扶養手

当を受けている職員が配偶者又はパー 当を受けている職員が配偶者

トナーシップ関係の相手方を有するに を有するに

至った場合その他の同項の規定による 至った場合その他の同項の規定による

扶養手当を受ける要件を欠くに至った 扶養手当を受ける要件を欠くに至った

場合においては、これらの事実が生じ 場合においては、これらの事実が生じ

た日（令和５年改正条例施行日前にパ た日

ートナーシップ関係の相手方を有する

に至った場合は、令和５年改正条例施

行日）の属する月の翌月（これらの日 の属する月の翌月（これらの日

が月の初日であるときは、その日の属 が月の初日であるときは、その日の属

する月）からその支給額を改定する。 する月）からその支給額を改定する。

１５～２１ 略 １５～２１ 略

附則第３項による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 平成３０年３月３１日において、こ ３ 平成３０年３月３１日において、こ

の条例による改正前の杉並区幼稚園教 の条例による改正前の杉並区幼稚園教
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育職員の給与に関する条例第１１条第 育職員の給与に関する条例第１１条第

２項第２号に該当する扶養親族たる子 ２項第２号に該当する扶養親族たる子

のうち１人（職員に配偶者のない場合 のうち１人（職員に配偶者のない場合

に限る。以下「配偶者を欠く一子」と に限る。以下「配偶者を欠く一子」と

いう。）を扶養することにより扶養手 いう。）を扶養することにより扶養手

当を受けている職員（同号に該当する 当を受けている職員（同号に該当する

扶養親族たる子（配偶者を欠く一子を 扶養親族たる子（配偶者を欠く一子を

除く。）を扶養することにより扶養手 除く。）を扶養することにより扶養手

当を受けている者を除く。）が、この 当を受けている者を除く。）が、この

条例の施行の日以後、引き続き、配偶 条例の施行の日以後、引き続き

者を有しない場合（杉並区職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例

（令和５年杉並区条例第２２号）の施

行の日（以下「令和５年改正条例施行

日」という。）以後にあっては、配偶

者及びパートナーシップ関係（双方又

はいずれか一方が性的指向が異性に限

らない者又は性自認が出生時に判定さ

れた性別と一致しない者であり、互い

を人生のパートナーとして、相互の人

権を尊重し、日常の生活において継続

的に協力し合うことを約した２者間の

関係その他の婚姻関係に相当すると杉

並区教育委員会が認める２者間の関係

をいう。）の相手方（以下「パートナ

ーシップ関係の相手方」という。）の

いずれも有しない場合）で、かつ、満 、満

１５歳に達する日後の最初の４月１日 １５歳に達する日後の最初の４月１日

から満２２歳に達する日以後の最初の から満２２歳に達する日以後の最初の
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３月３１日までの間にない配偶者を欠 ３月３１日までの間にない配偶者を欠

く一子を扶養する場合（当該職員が改 く一子を扶養する場合（当該職員が改

正後の条例第１１条第２項第２号に該 正後の条例第１１条第２項第２号に該

当する扶養親族たる子を新たに扶養す 当する扶養親族たる子を新たに扶養す

ることにより扶養手当の支給額が改定 ることにより扶養手当の支給額が改定

される場合を除く。）その他これに準 される場合を除く。）その他これに準

ずる場合には、改正後の条例第１１条 ずる場合には、改正後の条例第１１条

の規定及び前項の規定にかかわらず、 の規定及び前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる年度に限り、当該各 次の各号に掲げる年度に限り、当該各

号に定める月額の配偶者を欠く一子に 号に定める月額の配偶者を欠く一子に

係る扶養手当を支給するものとする。 係る扶養手当を支給するものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 令和元年度から令和５年度まで (２) 平成３１年度から平成３５年度

１万３，０００円 まで １万３，０００円

４ 前項の規定により扶養手当を受けて ４ 前項の規定により扶養手当を受けて

いる職員が配偶者又はパートナーシッ いる職員が配偶者

プ関係の相手方を有するに至った場合 を有するに至った場合

その他の同項の規定による扶養手当を その他の同項の規定による扶養手当を

受ける要件を欠くに至った場合（当該 受ける要件を欠くに至った場合（当該

扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満 扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満

１５歳に達した日以後の最初の３月３ １５歳に達した日以後の最初の３月３

１日の経過により、当該扶養手当を受 １日の経過により、当該扶養手当を受

ける要件を欠くに至った場合を除 ける要件を欠くに至った場合を除

く。）には、その職員は、直ちにその く。）には、その職員は、直ちにその

旨を杉並区教育委員会に届け出なけれ 旨を杉並区教育委員会に届け出なけれ

ばならない。 ばならない。

５ 略 ５ 略

６ 附則第３項の規定により扶養手当を ６ 附則第３項の規定により扶養手当を

受けている職員が配偶者又はパートナ 受けている職員が配偶者
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ーシップ関係の相手方を有するに至っ を有するに至っ

た場合その他の同項の規定による扶養 た場合その他の同項の規定による扶養

手当を受ける要件を欠くに至った場合 手当を受ける要件を欠くに至った場合

においては、これらの事実が生じた日 においては、これらの事実が生じた日

（令和５年改正条例施行日前にパート

ナーシップ関係の相手方を有するに至

った場合は、令和５年改正条例施行

日）の属する月の翌月（これらの日が の属する月の翌月（これらの日が

月の初日であるときは、その日の属す 月の初日であるときは、その日の属す

る月）からその支給額を改定する。 る月）からその支給額を改定する。

附則第４項による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 平成３０年３月３１日において、こ ３ 平成３０年３月３１日において、こ

の条例による改正前の杉並区学校教育 の条例による改正前の杉並区学校教育

職員の給与に関する条例第１４条第２ 職員の給与に関する条例第１４条第２

項第２号に該当する扶養親族たる子の 項第２号に該当する扶養親族たる子の

うち１人（職員に配偶者のない場合に うち１人（職員に配偶者のない場合に

限る。以下「配偶者を欠く一子」とい 限る。以下「配偶者を欠く一子」とい

う。）を扶養することにより扶養手当 う。）を扶養することにより扶養手当

を受けている職員（同号に該当する扶 を受けている職員（同号に該当する扶

養親族たる子（配偶者を欠く一子を除 養親族たる子（配偶者を欠く一子を除

く。）を扶養することにより扶養手当 く。）を扶養することにより扶養手当

を受けている者を除く。）が、この条 を受けている者を除く。）が、この条

例の施行の日以後、引き続き、配偶者 例の施行の日以後、引き続き
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を有しない場合（杉並区職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例

（令和５年杉並区条例第２２号）の施

行の日（以下「令和５年改正条例施行

日」という。）以後にあっては、配偶

者及びパートナーシップ関係（双方又

はいずれか一方が性的指向が異性に限

らない者又は性自認が出生時に判定さ

れた性別と一致しない者であり、互い

を人生のパートナーとして、相互の人

権を尊重し、日常の生活において継続

的に協力し合うことを約した２者間の

関係その他の婚姻関係に相当すると杉

並区教育委員会が認める２者間の関係

をいう。）の相手方（以下「パートナ

ーシップ関係の相手方」という。）の

いずれも有しない場合）で、かつ、満 、満

１５歳に達する日後の最初の４月１日 １５歳に達する日後の最初の４月１日

から満２２歳に達する日以後の最初の から満２２歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にない配偶者を欠 ３月３１日までの間にない配偶者を欠

く一子を扶養する場合（当該職員が改 く一子を扶養する場合（当該職員が改

正後の条例第１４条第２項第２号に該 正後の条例第１４条第２項第２号に該

当する扶養親族たる子を新たに扶養す 当する扶養親族たる子を新たに扶養す

ることにより扶養手当の支給額が改定 ることにより扶養手当の支給額が改定

される場合を除く。）その他これに準 される場合を除く。）その他これに準

ずる場合には、改正後の条例第１４条 ずる場合には、改正後の条例第１４条

の規定及び前項の規定にかかわらず、 の規定及び前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる年度に限り、当該各 次の各号に掲げる年度に限り、当該各

号に定める月額の配偶者を欠く一子に 号に定める月額の配偶者を欠く一子に
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係る扶養手当を支給するものとする。 係る扶養手当を支給するものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 令和元年度から令和５年度まで (２) 平成３１年度から平成３５年度

１万３，０００円 まで １万３，０００円

４ 前項の規定により扶養手当を受けて ４ 前項の規定により扶養手当を受けて

いる職員が配偶者又はパートナーシッ いる職員が配偶者

プ関係の相手方を有するに至った場合 を有するに至った場合

その他の同項の規定による扶養手当を その他の同項の規定による扶養手当を

受ける要件を欠くに至った場合（当該 受ける要件を欠くに至った場合（当該

扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満 扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満

１５歳に達した日以後の最初の３月３ １５歳に達した日以後の最初の３月３

１日の経過により、当該扶養手当を受 １日の経過により、当該扶養手当を受

ける要件を欠くに至った場合を除 ける要件を欠くに至った場合を除

く。）には、その職員は、直ちにその く。）には、その職員は、直ちにその

旨を杉並区教育委員会に届け出なけれ 旨を杉並区教育委員会に届け出なけれ

ばならない。 ばならない。

５ 略 ５ 略

６ 附則第３項の規定により扶養手当を ６ 附則第３項の規定により扶養手当を

受けている職員が配偶者又はパートナ 受けている職員が配偶者

ーシップ関係の相手方を有するに至っ を有するに至っ

た場合その他の同項の規定による扶養 た場合その他の同項の規定による扶養

手当を受ける要件を欠くに至った場合 手当を受ける要件を欠くに至った場合

においては、これらの事実が生じた日 においては、これらの事実が生じた日

（令和５年改正条例施行日前にパート

ナーシップ関係の相手方を有するに至

った場合は、令和５年改正条例施行

日）の属する月の翌月（これらの日が の属する月の翌月（これらの日が

月の初日であるときは、その日の属す 月の初日であるときは、その日の属す

る月）からその支給額を改定する。 る月）からその支給額を改定する。



杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２３号

杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例

杉並区立学校設置条例（昭和３５年杉並区条例第１号）の一部を次のように改正

する。

別表の１の項中「杉並区上高井戸二丁目１６番１３号」を「杉並区久我山二丁目

１９番１号」に改め、同表の２の項中「杉並区久我山二丁目２０番１号」を「杉並

区上高井戸二丁目１６番１３号」に改める。

附 則

この条例は、令和５年８月１日から施行する。ただし、別表の２の項の改正規定

は、同年９月１日から施行する。



 
資料１ 

案 内 図 

 

杉並区立富士見丘小学校 

所在地 杉並区久我山二丁目１９番１号 

現富士見丘小学校 

（杉並区上高井戸二丁目１６番１３号） 
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は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。
注３注３注３注３注３注３注３ 寸法の単位は、ｍとする。寸法の単位は、ｍとする。寸法の単位は、ｍとする。寸法の単位は、ｍとする。寸法の単位は、ｍとする。寸法の単位は、ｍとする。寸法の単位は、ｍとする。

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

延
床
面
積

延
床
面
積

延
床
面
積

延
床
面
積

延
床
面
積

延
床
面
積

延
床
面
積

4,306.32㎡4,306.32㎡4,306.32㎡4,306.32㎡4,306.32㎡4,306.32㎡4,306.32㎡

7,264.80㎡7,264.80㎡7,264.80㎡7,264.80㎡7,264.80㎡7,264.80㎡7,264.80㎡

１階１階１階１階１階１階１階

3,812.42㎡3,812.42㎡3,812.42㎡3,812.42㎡3,812.42㎡3,812.42㎡3,812.42㎡

２階２階２階２階２階２階２階

2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡

３階３階３階３階３階３階３階

2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡

計計計計計計計

8,871.36㎡8,871.36㎡8,871.36㎡8,871.36㎡8,871.36㎡8,871.36㎡8,871.36㎡

４階４階４階４階４階４階４階

214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡

鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、

一部プレストレストコンクリート造 　地上４階建て一部プレストレストコンクリート造 　地上４階建て一部プレストレストコンクリート造 　地上４階建て一部プレストレストコンクリート造 　地上４階建て一部プレストレストコンクリート造 　地上４階建て一部プレストレストコンクリート造 　地上４階建て一部プレストレストコンクリート造 　地上４階建て

3,386.29㎡3,386.29㎡3,386.29㎡3,386.29㎡3,386.29㎡3,386.29㎡3,386.29㎡ 2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡2,548.92㎡ 2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡2,295.90㎡ 8,445.23㎡8,445.23㎡8,445.23㎡8,445.23㎡8,445.23㎡8,445.23㎡8,445.23㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡214.12㎡

426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡ ――――――― 426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡426.13㎡――――――――――――――

構　　　　　造構　　　　　造構　　　　　造構　　　　　造構　　　　　造構　　　　　造構　　　　　造

敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積敷　地　面　積

建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積建　築　面　積

富士見丘小学校富士見丘小学校富士見丘小学校富士見丘小学校富士見丘小学校富士見丘小学校富士見丘小学校

（仮称）富士見丘学童クラブ（仮称）富士見丘学童クラブ（仮称）富士見丘学童クラブ（仮称）富士見丘学童クラブ（仮称）富士見丘学童クラブ（仮称）富士見丘学童クラブ（仮称）富士見丘学童クラブ

計計計計計計計
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注４　寸法の単位は、ｍとする。
注５　各室の数字は、面積(㎡)を示す。

資料３

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
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職員室
180.04

特別支援用
職員スペース

ごみ置場

杉並区立富士見丘小学校　平面図

１階平面図

女子
ﾄｲﾚ

男子ﾄｲﾚ

：富士見丘小学校
は、パイプスペースを示す。
は、階段又はスロープの上がり方向を示す。

は、主要出入口を示す。

Ｓ＝１／４００

N

62.28

62.28

62.09

61.63

：（仮称）富士見丘学童クラブ

育成室１

育成室２

育成室３

育成室４
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資料４

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚセンター

普通教室

普通教室

65.01

普通教室

65.00
普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

注１

注３　寸法の単位は、ｍとする。
注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。

注２

放送室

緑化

杉並区立富士見丘小学校　平面図

２階平面図

は、パイプスペース又は吹抜けを示す。
は、階段の上がり方向を示す。



機械室上部機械室上部機械室上部機械室上部機械室上部機械室上部機械室上部

EV2EV2EV2EV2EV2EV2EV2

多目的室2多目的室2多目的室2多目的室2多目的室2多目的室2多目的室2
EV1EV1EV1EV1EV1EV1EV1

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室家庭科被服室個別個別個別個別個別個別個別
学習室4学習室4学習室4学習室4学習室4学習室4学習室4

少人数教室3少人数教室3少人数教室3少人数教室3少人数教室3少人数教室3少人数教室3個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別個別

少人数少人数少人数少人数少人数少人数少人数
教室2教室2教室2教室2教室2教室2教室2

34.6634.6634.6634.6634.6634.6634.66 32.6632.6632.6632.6632.6632.6632.66 31.6331.6331.6331.6331.6331.6331.63

学校菜園学校菜園学校菜園学校菜園学校菜園学校菜園学校菜園
65.3265.3265.3265.3265.3265.3265.32

65.0065.0065.0065.0065.0065.0065.00

65.0165.0165.0165.0165.0165.0165.01

65.0065.0065.0065.0065.0065.0065.00 65.0065.0065.0065.0065.0065.0065.00

65.0065.0065.0065.0065.0065.0065.00
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普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

注１注１注１注１注１注１注１
注２注２注２注２注２注２注２
注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。
注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。

10.6210.6210.6210.6210.6210.6210.62

女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ

杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図

３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図

は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。
は、パイプスペース又は吹抜けを示す。は、パイプスペース又は吹抜けを示す。は、パイプスペース又は吹抜けを示す。は、パイプスペース又は吹抜けを示す。は、パイプスペース又は吹抜けを示す。は、パイプスペース又は吹抜けを示す。は、パイプスペース又は吹抜けを示す。



屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化

EV2EV2EV2EV2EV2EV2EV2

プールプールプールプールプールプールプール
機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化
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屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化
屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化

プールプールプールプールプールプールプール
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機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場

機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場

機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場機械置場

屋上屋上屋上屋上屋上屋上屋上

女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ
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Ｓ＝１／４００Ｓ＝１／４００Ｓ＝１／４００Ｓ＝１／４００Ｓ＝１／４００Ｓ＝１／４００Ｓ＝１／４００

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

資料６資料６資料６資料６資料６資料６資料６

注１注１注１注１注１注１注１
注２注２注２注２注２注２注２
注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。

音響室音響室音響室音響室音響室音響室音響室

プール倉庫プール倉庫プール倉庫プール倉庫プール倉庫プール倉庫プール倉庫

プール更衣室（女）プール更衣室（女）プール更衣室（女）プール更衣室（女）プール更衣室（女）プール更衣室（女）プール更衣室（女）

プール更衣室（男）プール更衣室（男）プール更衣室（男）プール更衣室（男）プール更衣室（男）プール更衣室（男）プール更衣室（男）
太陽光パネル太陽光パネル太陽光パネル太陽光パネル太陽光パネル太陽光パネル太陽光パネル

杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図杉並区立富士見丘小学校　平面図

４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図

は、パイプスペースを示す。は、パイプスペースを示す。は、パイプスペースを示す。は、パイプスペースを示す。は、パイプスペースを示す。は、パイプスペースを示す。は、パイプスペースを示す。
は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。



 

所在地 杉並区上高井戸二丁目１６番１３号 

現富士見丘中学校 

（杉並区久我山二丁目２０番１号） 

資料７ 

案 内 図 

 

杉並区立富士見丘中学校 

富士見丘小学校 



構　　　 造構　　　 造構　　　 造構　　　 造構　　　 造構　　　 造構　　　 造

142.66㎡142.66㎡142.66㎡142.66㎡142.66㎡142.66㎡142.66㎡1,326.83㎡1,326.83㎡1,326.83㎡1,326.83㎡1,326.83㎡1,326.83㎡1,326.83㎡1,426.81㎡1,426.81㎡1,426.81㎡1,426.81㎡1,426.81㎡1,426.81㎡1,426.81㎡

屋上屋上屋上屋上屋上屋上屋上３階３階３階３階３階３階３階 計計計計計計計
延 床 面 積延 床 面 積延 床 面 積延 床 面 積延 床 面 積延 床 面 積延 床 面 積

建 築 面 積建 築 面 積建 築 面 積建 築 面 積建 築 面 積建 築 面 積建 築 面 積

敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積敷 地 面 積 9,488.00㎡9,488.00㎡9,488.00㎡9,488.00㎡9,488.00㎡9,488.00㎡9,488.00㎡

１階１階１階１階１階１階１階 ２階２階２階２階２階２階２階

Ｓ＝１／５００Ｓ＝１／５００Ｓ＝１／５００Ｓ＝１／５００Ｓ＝１／５００Ｓ＝１／５００Ｓ＝１／５００

NNNNNNN

注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。
注１注１注１注１注１注１注１ は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。

 凡例 凡例 凡例 凡例 凡例 凡例 凡例

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

物置物置物置物置物置物置物置

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場
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校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場

管理教室棟管理教室棟管理教室棟管理教室棟管理教室棟管理教室棟管理教室棟

6.2
5

6.2
5

6.2
5

6.2
56.2
5

6.2
5

6.2
5

プール・特別教室棟プール・特別教室棟プール・特別教室棟プール・特別教室棟プール・特別教室棟プール・特別教室棟プール・特別教室棟

屋外トイレ屋外トイレ屋外トイレ屋外トイレ屋外トイレ屋外トイレ屋外トイレ

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

杉並区立富士見丘中学校　配置図杉並区立富士見丘中学校　配置図杉並区立富士見丘中学校　配置図杉並区立富士見丘中学校　配置図杉並区立富士見丘中学校　配置図杉並区立富士見丘中学校　配置図杉並区立富士見丘中学校　配置図

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

3,260.72㎡3,260.72㎡3,260.72㎡3,260.72㎡3,260.72㎡3,260.72㎡3,260.72㎡

3,210.76㎡3,210.76㎡3,210.76㎡3,210.76㎡3,210.76㎡3,210.76㎡3,210.76㎡ 6,107.06㎡6,107.06㎡6,107.06㎡6,107.06㎡6,107.06㎡6,107.06㎡6,107.06㎡

資料８資料８資料８資料８資料８資料８資料８

鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、

一部コンクリートブロック造　地上３階建て一部コンクリートブロック造　地上３階建て一部コンクリートブロック造　地上３階建て一部コンクリートブロック造　地上３階建て一部コンクリートブロック造　地上３階建て一部コンクリートブロック造　地上３階建て一部コンクリートブロック造　地上３階建て
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4.304.304.304.304.304.304.30 17.2017.2017.2017.2017.2017.2017.20 12.9012.9012.9012.9012.9012.9012.90 4.304.304.304.304.304.304.30 4.304.304.304.304.304.304.30
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廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

アリーナアリーナアリーナアリーナアリーナアリーナアリーナ倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫 ステージステージステージステージステージステージステージ

特別活動室特別活動室特別活動室特別活動室特別活動室特別活動室特別活動室 理科室理科室理科室理科室理科室理科室理科室
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

給食給食給食給食給食給食給食

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

木工金工室木工金工室木工金工室木工金工室木工金工室木工金工室木工金工室理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫

理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫理科倉庫

視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室

小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室 給食控室給食控室給食控室給食控室給食控室給食控室給食控室 事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室 校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室 備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫 昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 美術室美術室美術室美術室美術室美術室美術室
31.8731.8731.8731.8731.8731.8731.87 31.8731.8731.8731.8731.8731.8731.87 31.8731.8731.8731.8731.8731.8731.87 95.6295.6295.6295.6295.6295.6295.62 31.8731.8731.8731.8731.8731.8731.87 63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75 63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75

女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室

63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75 85.0085.0085.0085.0085.0085.0085.00
昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

本部本部本部本部本部本部本部

学校支援学校支援学校支援学校支援学校支援学校支援学校支援 教育教育教育教育教育教育教育

相談室相談室相談室相談室相談室相談室相談室

ｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙｽｸｰﾙ教育教育教育教育教育教育教育

相談室相談室相談室相談室相談室相談室相談室

31.8731.8731.8731.8731.8731.8731.87 31.8731.8731.8731.8731.8731.8731.87

放送室放送室放送室放送室放送室放送室放送室
31.8731.8731.8731.8731.8731.8731.87

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室 作品庫作品庫作品庫作品庫作品庫作品庫作品庫
10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00 34.0034.0034.0034.0034.0034.0034.00

24.7224.7224.7224.7224.7224.7224.72
給食室給食室給食室給食室給食室給食室給食室
124.75124.75124.75124.75124.75124.75124.75

更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室
22.0022.0022.0022.0022.0022.0022.00

主事室主事室主事室主事室主事室主事室主事室
46.0046.0046.0046.0046.0046.0046.00

26.8226.8226.8226.8226.8226.8226.82

136.39136.39136.39136.39136.39136.39136.39 96.7596.7596.7596.7596.7596.7596.75 準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室
25.0025.0025.0025.0025.0025.0025.00

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

25.3725.3725.3725.3725.3725.3725.3796.7596.7596.7596.7596.7596.7596.7596.7596.7596.7596.7596.7596.7596.75 27.4227.4227.4227.4227.4227.4227.42

594.77594.77594.77594.77594.77594.77594.77

注２注２注２注２注２注２注２
注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。注３　寸法の単位は、ｍとする。
注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注４　各室の数字は、面積(㎡)を示す。

注１注１注１注１注１注１注１
凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ
室室室室室室室

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室
機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

17
.
50

17
.
50

17
.
50

17
.
50

17
.
50

17
.
50

17
.
50

ｶｳﾝｾﾗｰ室ｶｳﾝｾﾗｰ室ｶｳﾝｾﾗｰ室ｶｳﾝｾﾗｰ室ｶｳﾝｾﾗｰ室ｶｳﾝｾﾗｰ室ｶｳﾝｾﾗｰ室

女子女子女子女子女子女子女子
ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

女子女子女子女子女子女子女子
ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ
男子男子男子男子男子男子男子

女子女子女子女子女子女子女子
ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

男子男子男子男子男子男子男子

36.1436.1436.1436.1436.1436.1436.14

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

26.9326.9326.9326.9326.9326.9326.9336.8236.8236.8236.8236.8236.8236.82

杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図

１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図

資料９資料９資料９資料９資料９資料９資料９

は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。は、主要出入口を示す。
は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。
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凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75 63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75 63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75 85.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0063.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75 63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7585.0085.0085.0085.0085.0085.0085.00

34.0034.0034.0034.0034.0034.0034.00 24.0024.0024.0024.0024.0024.0024.00 44.0044.0044.0044.0044.0044.0044.00

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

女子女子女子女子女子女子女子男子男子男子男子男子男子男子女子女子女子女子女子女子女子男子男子男子男子男子男子男子

プールプールプールプールプールプールプール

男子男子男子男子男子男子男子
更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室 更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室

女子女子女子女子女子女子女子

小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV小荷物EV 機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室 家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室家庭科室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室 少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室少人数教室図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室 男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室 図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室 準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根 機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50

102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00

8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50
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4.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.30
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注１注１注１注１注１注１注１
注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。
注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。
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ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図杉並区立富士見丘中学校　平面図

２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図

資料１０資料１０資料１０資料１０資料１０資料１０資料１０

は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。は、階段の上がり方向を示す。
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注１注１注１注１注１注１注１
注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。注２　寸法の単位は、ｍとする。
注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。注３　各室の数字は、面積(㎡)を示す。

102.00102.00102.00102.00102.00102.00102.00

8.508.508.508.508.508.508.50 8.508.508.508.508.508.508.50
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杉並区立富士見丘多目的広場条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２４号

杉並区立富士見丘多目的広場条例

（設置）

第１条 区民のレクリエーションその他の活動の場及び杉並区立富士見丘小学校に

おける教育活動の場として多目的な利用に供することにより、区民の福祉の増進

及び児童の教育の充実を図るため、杉並区立富士見丘多目的広場（以下「多目的

広場」という。）を杉並区久我山二丁目１９番４号に設置する。

（休場日及び開場時間）

第２条 多目的広場の休場日及び開場時間は、杉並区教育委員会規則（以下「教育

委員会規則」という。）で定める。

（使用の手続等）

第３条 多目的広場を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところによ

り杉並区教育委員会（以下「教育委員会」という。）に申請し、その承認を受け

なければならない。

２ 教育委員会は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第１項の承認

をしないことができる。

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(２) 第１条の目的を達成するについて、不適当と認めたとき。

(３) その他管理上支障があるとき。

４ 第１項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育委員会規則で定めるところに

より、同項の規定による手続を経ないで多目的広場を使用させることができる。

（使用料）

第４条 多目的広場の使用料は、無料とする。

（使用権の譲渡等の禁止）

第５条 第３条第１項の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸しては



ならない。

（使用の承認の取消し等）

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承

認を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。

(１) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(２) 使用の目的又は教育委員会の指示に違反したとき。

(３) 災害その他の事故により多目的広場の使用ができなくなったとき。

(４) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

（特別の設備）

第７条 多目的広場を使用する者（以下「使用者」という。）が、特別の設備をし

ようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

（原状回復の義務）

第８条 使用者は、その使用が終わったとき又は第６条の規定により使用の承認を

取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに多目的広場を原状に

復さなければならない。

（損害賠償）

第９条 使用者は、多目的広場に損害を与えた場合は、教育委員会が相当と認める

損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があ

ると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

１ この条例は、令和５年８月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。

２ 多目的広場の使用の承認その他のこの条例の施行の日以後の使用に関し必要な

行為は、同日前においても第３条から第７条までの規定の例により行うことがで

きる。



 
資料１ 

案 内 図 

 

杉並区立富士見丘多目的広場 

所在地 杉並区久我山二丁目１９番４号 
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杉並区特別区税条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２５号

杉並区特別区税条例の一部を改正する条例

杉並区特別区税条例（昭和３９年杉並区条例第４１号）の一部を次のように改正

する。

第２１条の２第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかつた金額の

うち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、

「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは区民税に充当し」を「、区民税若しく

は森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若し

くは納入する」に改める。

第２５条の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項

中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中

「前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定」を「第１項又は法第３１７条の３

の２第１項の規定」に、「、前項又は法第３１７条の３の２第１項」を「、第１項

又は同条第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該給与支払者を経由して提出した前項又は同条第１項の規定による申告書

（その者が当該前年の中途において次項又は同条第３項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した次項又は

同条第３項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得

者は、施行規則で定めるところにより、前項又は同条第１項の規定により記載す

べき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は同条第１項の規定による



申告書を提出することができる。

第２８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によつて」を

「により」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 森林環境税は、当該個人の区民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せ

て賦課し、及び徴収する。

第３０条中「及び個人」を「、個人」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の

合算額」に、「によつて」を「により」に改める。

第３３条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次

項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」

に、「によつて」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によつ

て」を「により」に改める。

第３５条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条中「第５号の１５様式」

の次に「若しくは第５号の１５の２様式又は施行規則第２条の６の規定により総務

大臣が定めた様式」を加え、「によつて」を「により」に改める。

第３６条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、同条第２項中「通知によつて」を「通知により」に、「第１７条の２の規定に

よつて」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又

は納入することを委託したものとみなす」に改める。

第３６条の２第１項中「によつて徴収することが」を「により徴収することが」

に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて

賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第３６条の５において同

じ。）」を加え、「によつて徴収する場合」を「により徴収する場合」に、「によ

つて徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項中

「によつて」を「により」に改める。

第３６条の６第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、同条第２項中「方法によつて」を「方法により」に、「第１７条の２の規



定によつて」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤

納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるも

のとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、

又は納入することを委託したものとみなす」に改める。

第３７条の７の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条中「第５号の８様

式」の次に「又は施行規則第２条第３項ただし書の規定により総務大臣が定めた様

式」を加える。

第４０条第１項第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「三輪のもの」の

次に「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項

第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。

第５２条の３第１項及び第５項並びに第５３条第１項中「第３４号の２の５様

式」の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。

附則第４条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。

附則第５条の２を削る。

附則第５条の２の２第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め、

同条を附則第５条の２とする。

附則第５条の６第３項を削る。

附則第６条第２項中「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和

４年４月１日から令和８年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項

までを削り、同条第７項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、

「三輪以上のガソリン軽自動車」を「三輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、

「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分」に、「第３項の表の左欄に掲げる同条第１項の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同項第２号ア（イ）中「３，９００



円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」とあるの

は「３，５００円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第３０

条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３

年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を

「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げる同条第１項の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同項第２号

ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中

「６，９００円」とあるのは「５，２００円」」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第９項を同条第５項とする。

附則第６条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第３項中「１００

分の１０」を「１００分の３５」に改める。

附則第１１条第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改める。

附 則

第１条 この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

(１) 第３５条、第５２条の３第１項及び第５項並びに第５３条第１項の改正規

定並びに附則第４条第１項の改正規定、附則第５条の２を削る改正規定、附則

第５条の２の２を附則第５条の２とする改正規定、附則第５条の６第３項を削

る改正規定並びに附則第６条、第６条の２第１項並びに第１１条第１項及び第

２項の改正規定並びに附則第３条第２項及び第４項並びに第４条の規定 公布

の日

(２) 第４０条第１項第１号エの改正規定及び附則第３条第１項の規定（この条

例による改正後の杉並区特別区税条例（以下「新条例」という。）附則第６条

の２第３項に係る部分を除く。） 令和５年７月１日

(３) 第２５条の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日

第２条 新条例第２１条の２第２項、第２８条第３項、第３０条、第３３条第１項、

第３６条第２項、第３６条の２第１項及び第３６条の６第２項の規定は、令和６



年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和５年度分までの特別区民税

については、なお従前の例による。

２ 新条例第２５条の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべ

き杉並区特別区税条例第２５条の２第１項に規定する給与（以下この項において

「給与」という。）について提出する同項の規定による申告書について適用し、

同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書につい

ては、なお従前の例による。

第３条 新条例第４０条第１項第１号エ及び附則第６条の２第３項の規定は、令和

６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例

による改正前の杉並区特別区税条例附則第５条の２及び第５条の６第３項に規定

する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、な

お従前の例による。

３ 新条例附則第５条の２第４項の規定は、この条例の施行の日以後に取得された

三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、

同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。

４ 新条例附則第６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

ついて適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の

例による。

第４条 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成２６年杉並区条例第１

３号）の一部を次のように改正する。

附則第５条中「第９項の」を「第５項の」に改め、同条の表附則第６条第９項

の項中「附則第６条第９項」を「附則第６条第５項」に改める。
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杉並区特別区税条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除） 除）

第２１条の２ 略 第２１条の２ 略

２ 前項の規定により控除されるべき額 ２ 前項の規定により控除されるべき額

で同項の所得割の額から控除すること で同項の所得割の額から控除すること

ができなかつた金額があるときは、当 ができなかつた金額があるときは、当

該控除することができなかつた金額 該控除することができなかつた金額

は、令第４８条の９の３から第４８条 は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、 の９の６までに定めるところにより、

同項の納税義務者に対しその控除する 同項の納税義務者に対しその控除する

ことができなかつた金額を還付し、又 ことができなかつた金額を還付し、又

は当該控除することができなかつた金 は

額のうち法第３１４条の９第２項後段

に規定する還付をすべき金額により当 当

該納税義務者の前項の確定申告書に係 該納税義務者の同項の確定申告書に係

る年の末日の属する年度の翌年度分の る年の末日の属する年度の翌年度分の

個人の都民税、区民税若しくは森林環 個人の都民税若しくは区民税に充当し

境税を納付し、若しくは納入し、若し 、若し

くは当該納税義務者の未納に係る徴収 くは当該納税義務者の未納に係る徴収

金を納付し、若しくは納入する。 金に充当する 。

３ 略 ３ 略

（区民税に係る給与所得者の扶養親族等 （区民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 申告書）

第２５条の２ 略 第２５条の２ 略

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１

項の規定による申告書を給与支払者を

資 料 １
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経由して提出する場合において、当該

申告書に記載すべき事項がその年の前

年において当該給与支払者を経由して

提出した前項又は同条第１項の規定に

よる申告書（その者が当該前年の中途

において次項又は同条第３項の規定に

よる申告書を当該給与支払者を経由し

て提出した場合には、当該前年の最後

に提出した次項又は同条第３項の規定

による申告書）に記載した事項と異動

がないときは、給与所得者は、施行規

則で定めるところにより、前項又は同

条第１項の規定により記載すべき事項

に代えて当該異動がない旨を記載した

前項又は同条第１項の規定による申告

書を提出することができる。

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第 ２ 前項又は法第３１７条の３の２第１

１項の規定による申告書を提出した給 項の規定 による申告書を提出した給

与所得者で区内に住所を有するもの 与所得者で区内に住所を有するもの

は、その年の中途において当該申告書 は、その年の中途において当該申告書

に記載した事項について異動を生じた に記載した事項について異動を生じた

場合には、第１項又は同条第１項 場合には、前項又は法第３１７条の３

の給与支払者からその異動 の２第１項の給与支払者からその異動

を生じた日後最初に給与の支払を受け を生じた日後最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定める る日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、その異動の内容その他 ところにより、その異動の内容その他

施行規則で定める事項を記載した申告 施行規則で定める事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、区 書を、当該給与支払者を経由して、区

長に提出しなければならない。 長に提出しなければならない。

４ 第１項及び前項の場合において、こ ３ 前２項 の場合において、こ
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資 料 １

れらの規定による申告書がその提出の れらの規定による申告書がその提出の

際に経由すべき給与支払者に受理され 際に経由すべき給与支払者に受理され

たときは、その申告書は、その受理さ たときは、その申告書は、その受理さ

れた日に区長に提出されたものとみな れた日に区長に提出されたものとみな

す。 す。

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の ４ 給与所得者は、第１項及び第２項の

規定による申告書の提出の際に経由す 規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第４８条の９の７ べき給与支払者が令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、 ２に規定する要件を満たす場合には、

施行規則で定めるところにより、当該 施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払 申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事 者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を 項を電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術 使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であつて施行規則で定 を利用する方法であつて施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第３ めるものをいう。次条第４項及び第３

７条の９第３項において同じ。）によ ７条の９第３項において同じ。）によ

り提供することができる。 り提供することができる。

６ 前項の規定の適用がある場合におけ ５ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第４項の規定の適用については、同 る第３項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書 項中「申告書が」とあるのは「申告書

に記載すべき事項を」と、「給与支払 に記載すべき事項を」と、「給与支払

者に受理されたとき」とあるのは「給 者に受理されたとき」とあるのは「給

与支払者が提供を受けたとき」と、 与支払者が提供を受けたとき」と、

「受理された日」とあるのは「提供を 「受理された日」とあるのは「提供を

受けた日」とする。 受けた日」とする。

（区民税の徴収の方法等） （区民税の徴収の方法 ）

第２８条 区民税は、第３３条、第３６ 第２８条 区民税は、第３３条、第３６

条の２第１項、第３６条の５又は第３ 条の２第１項、第３６条の５又は第３
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７条の５の規定により 特別徴収の方 ７条の５の規定によつて特別徴収の方

法による場合を除くほか、普通徴収の 法による場合を除くほか、普通徴収の

方法により 徴収する。 方法によつて徴収する。

２ 略 ２ 略

３ 森林環境税は、当該個人の区民税の

均等割を賦課し、及び徴収する場合に

併せて賦課し、及び徴収する。

（区民税の納税通知書） （区民税の納税通知書）

第３０条 区民税の納税通知書に記載す 第３０条 区民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、当該年度分の べき各納期の納付額は、当該年度分の

区民税額、個人 の都民税額及び森林 区民税額及び個人の都民税額の合算額

環境税額の合算額（第３６条第１項又 （第３６条第１項又

は第３６条の６第１項の規定により は第３６条の６第１項の規定によつて

徴収する場合にあつては特別徴収の方 徴収する場合にあつては特別徴収の方

法により 徴収されないこととなつた 法によつて徴収されないこととなつた

金額に相当する税額）を前条第１項の 金額に相当する税額）を前条第１項の

納期（第３６条第１項又は第３６条の 納期（第３６条第１項又は第３６条の

６第１項の規定により 徴収する場合 ６第１項の規定によつて徴収する場合

にあつては特別徴収の方法により 徴 にあつては特別徴収の方法によつて徴

収されないこととなつた日以後に到来 収されないこととなつた日以後に到来

する納期）の数で除して得た額とす する納期）の数で除して得た額とす

る。 る。

（給与所得に係る区民税の特別徴収） （給与所得に係る区民税の特別徴収）

第３３条 区民税の納税義務者が当該年 第３３条 区民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において 度の初日の属する年の前年中において

給与の支払を受けた者であり、かつ、 給与の支払を受けた者であり、かつ、

同日において給与の支払を受けている 同日において給与の支払を受けている

者（次に掲げる者のうち特別徴収の方 者（次に掲げる者のうち特別徴収の方

法により 徴収することが著しく困難 法によつて徴収することが著しく困難

であると認められるものを除く。以下 であると認められるものを除く。以下
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資 料 １

この条及び次条において「給与所得 この条及び次条において「給与所得

者」という。）である場合には 者」という。）である場合において

、当該納税義務者の前年中の給与所 は、当該納税義務者の前年中の給与所

得に係る所得割額及び均等割額（これ 得に係る所得割額及び均等割額

と併せて賦課徴収を行う森林環境税額

を含む。次項及び第５項において同

じ。）の合算額を特別徴収の方法によ の合算額を特別徴収の方法によ

り 徴収する。 つて徴収する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 前項の納税義務者について、当該納 ２ 前項の納税義務者について、当該納

税義務者の前年中の所得に給与所得以 税義務者の前年中の所得に給与所得以

外の所得がある場合には 、当該 外の所得がある場合においては、当該

給与所得以外の所得に係る所得割額を 給与所得以外の所得に係る所得割額を

同項の規定により 特別徴収の方法に 同項の規定によつて特別徴収の方法に

より 徴収すべき給与所得に係る所得 よつて徴収すべき給与所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額に加算して 割額及び均等割額の合算額に加算して

特別徴収の方法により 徴収する。た 特別徴収の方法によつて徴収する。た

だし、第２４条第１項の申告書に給与 だし、第２４条第１項の申告書に給与

所得以外の所得に係る所得割額を普通 所得以外の所得に係る所得割額を普通

徴収の方法により 徴収されたい旨の 徴収の方法によつて徴収されたい旨の

記載があるときは、この限りでない。 記載があるときは、この限りでない。

３ 前項本文の規定により 給与所得者 ３ 前項本文の規定によつて給与所得者

の給与所得以外の所得に係る所得割額 の給与所得以外の所得に係る所得割額

を特別徴収の方法により 徴収するこ を特別徴収の方法によつて徴収するこ

ととなつた後において、当該給与所得 ととなつた後において、当該給与所得

者について給与所得以外の所得に係る 者について給与所得以外の所得に係る

所得割額の全部又は一部を特別徴収の 所得割額の全部又は一部を特別徴収の

方法により 徴収することが適当でな 方法によつて徴収することが適当でな

いと認められる特別の事情が生じたた いと認められる特別の事情が生じたた

め当該給与所得者から給与所得以外の め当該給与所得者から給与所得以外の
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所得に係る所得割額の全部又は一部を 所得に係る所得割額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収することと 普通徴収の方法により徴収することと

されたい旨の申出があつた場合でその されたい旨の申出があつた場合でその

事情がやむを得ないと認められるとき 事情がやむを得ないと認められるとき

は、区長は、当該特別徴収の方法によ は、区長は、当該特別徴収の方法によ

り 徴収すべき給与所得以外の所得に つて徴収すべき給与所得以外の所得に

係る所得割額でまだ特別徴収により徴 係る所得割額でまだ特別徴収により徴

収していない額の全部又は一部を普通 収していない額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収するものとす 徴収の方法により徴収するものとす

る。 る。

４ 略 ４ 略

５ 納税義務者である給与所得者に対し ５ 納税義務者である給与所得者に対し

給与の支払をする者に当該年度の初日 給与の支払をする者に当該年度の初日

の翌日から翌年の４月３０日までの間 の翌日から翌年の４月３０日までの間

において異動を生じた場合において、 において異動を生じた場合において、

当該給与所得者が当該給与所得者に対 当該給与所得者が当該給与所得者に対

して新たに給与の支払をする者となつ して新たに給与の支払をする者となつ

た者（所得税法第１８３条の規定によ た者（所得税法第１８３条の規定によ

り 給与の支払をする際所得税を徴収 つて給与の支払をする際所得税を徴収

して納付する義務がある者に限る。以 して納付する義務がある者に限る。以

下この項において同じ。）を通じて、 下この項において同じ。）を通じて、

当該異動により 従前の給与の支払を 当該異動によつて従前の給与の支払を

する者から給与の支払を受けなくなつ する者から給与の支払を受けなくなつ

た日の属する月の翌月の１０日（その た日の属する月の翌月の１０日（その

支払を受けなくなつた日が翌年の４月 支払を受けなくなつた日が翌年の４月

中である場合には、同月３０日）まで 中である場合には、同月３０日）まで

に、第１項の規定により特別徴収の方 に、第１項の規定により特別徴収の方

法により 徴収されるべき前年中の給 法によつて徴収されるべき前年中の給

与所得に係る所得割額及び均等割額の 与所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額（既に特別徴収の方法により 合算額（既に特別徴収の方法によつて
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資 料 １

徴収された金額があるときは、当該金 徴収された金額があるときは、当該金

額を控除した金額）を特別徴収の方法 額を控除した金額）を特別徴収の方法

により 徴収されたい旨の申出をした によつて徴収されたい旨の申出をした

ときは、当該合算額を特別徴収の方法 ときは、当該合算額を特別徴収の方法

により 徴収するものとする。ただ によつて徴収するものとする。ただ

し、当該申出が翌年の４月中にあつた し、当該申出が翌年の４月中にあつた

場合において、特別徴収の方法により 場合において、特別徴収の方法によつ

徴収することが困難であると区長が て徴収することが困難であると区長が

認めるときは、この限りでない。 認めるときは、この限りでない。

６ 特別徴収の方法により 区民税を徴 ６ 特別徴収の方法によつて区民税を徴

収される納税義務者が、当該年度の初 収される納税義務者が、当該年度の初

日の属する年の６月１日から１２月３ 日の属する年の６月１日から１２月３

１日までの間において給与の支払を受 １日までの間において給与の支払を受

けないこととなり、かつ、その事由が けないこととなり、かつ、その事由が

発生した日の属する月の翌月以降の月 発生した日の属する月の翌月以降の月

割額を特別徴収の方法により 徴収さ 割額を特別徴収の方法によつて徴収さ

れたい旨の納税義務者からの申出があ れたい旨の納税義務者からの申出があ

つた場合及びその事由がその年の翌年 つた場合及びその事由がその年の翌年

の１月１日から４月３０日までの間に の１月１日から４月３０日までの間に

おいて発生した場合には、当該納税義 おいて発生した場合には、当該納税義

務者に対してその年の５月３１日まで 務者に対してその年の５月３１日まで

の間に支払われるべき給与又は退職手 の間に支払われるべき給与又は退職手

当等で当該月割額の金額に相当する金 当等で当該月割額の金額に相当する金

額を超えるものがあるときに限り、当 額を超えるものがあるときに限り、当

該月割額の全額（同日までに当該給与 該月割額の全額（同日までに当該給与

又は退職手当等の全部又は一部の支払 又は退職手当等の全部又は一部の支払

がされないこととなつたときにあつて がされないこととなつたときにあつて

は、同日までに支払われた当該給与又 は、同日までに支払われた当該給与又

は退職手当等の額から徴収することが は退職手当等の額から徴収することが

できる額）を特別徴収の方法により できる額）を特別徴収の方法によつて
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徴収する。 徴収する。

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の （給与所得に係る特別徴収税額の納入の

義務等） 義務 ）

第３５条 前条の特別徴収義務者は、月 第３５条 前条の特別徴収義務者は、月

割額を徴収した月の翌月の１０日まで 割額を徴収した月の翌月の１０日まで

に、その徴収した月割額を施行規則第 に、その徴収した月割額を施行規則第

５号の１５様式若しくは第５号の１５ ５号の１５様式

の２様式又は施行規則第２条の６の規

定により総務大臣が定めた様式による による

納入書により 納入しなければならな 納入書によつて納入しなければならな

い。 い。

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴 （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴

収税額への繰入れ） 収税額への繰入れ）

第３６条 区民税の納税者が給与の支払 第３６条 区民税の納税者が給与の支払

を受けなくなつたこと等により給与所 を受けなくなつたこと等により給与所

得に係る特別徴収税額を特別徴収の方 得に係る特別徴収税額を特別徴収の方

法により 徴収されないこととなつた 法によつて徴収されないこととなつた

場合には 、特別徴収の方法によ 場合においては、特別徴収の方法によ

り 徴収されないこととなつた金額に つて徴収されないこととなつた金額に

相当する税額は、その特別徴収の方法 相当する税額は、その特別徴収の方法

により 徴収されないこととなつた日 によつて徴収されないこととなつた日

以後において到来する第２９条第１項 以後において到来する第２９条第１項

の納期がある場合には それぞれ の納期がある場合においてはそれぞれ

の納期において、その日以後に到来す の納期において、その日以後に到来す

る同項の納期がない場合には 直 る同項の納期がない場合においては直

ちに、普通徴収の方法により 徴収す ちに、普通徴収の方法によつて徴収す

るものとする。 るものとする。

２ 法第３２１条の６第１項の通知によ ２ 法第３２１条の６第１項の通知によ

り 変更された給与所得に係る特別徴 つて変更された給与所得に係る特別徴

収税額に係る区民税の納税者につい 収税額に係る区民税の納税者につい
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資 料 １

て、既に特別徴収義務者から区に納入 て、既に特別徴収義務者から区に納入

された給与所得に係る特別徴収税額が された給与所得に係る特別徴収税額が

当該納税者から徴収すべき給与所得に 当該納税者から徴収すべき給与所得に

係る特別徴収税額を超える場合（徴収 係る特別徴収税額を超える場合（徴収

すべき給与所得に係る特別徴収税額が すべき給与所得に係る特別徴収税額が

ない場合を含む。）において当該納税 ない場合を含む。）において当該納税

者の未納に係る徴収金があるときは、 者の未納に係る徴収金があるときは、

当該過納又は誤納に係る税額は、法第 当該過納又は誤納に係る税額は、法第

１７条の２の２第１項第２号に規定す １７条の２の規定によつて

る市町村徴収金関係過誤納金とみなし

て、同条第３項、第６項及び第７項の

規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金に

より当該納税者の未納に係る徴収金を 当該納税者の未納に係る徴収金に

納付し、又は納入することを委託した 充当する

ものとみなす。 。

（公的年金等に係る所得に係る区民税の （公的年金等に係る所得に係る区民税の

特別徴収） 特別徴収）

第３６条の２ 区民税の納税義務者が当 第３６条の２ 区民税の納税義務者が当

該年度の初日の属する年の前年中にお 該年度の初日の属する年の前年中にお

いて公的年金等の支払を受けた者であ いて公的年金等の支払を受けた者であ

り、かつ、同日において老齢等年金給 り、かつ、同日において老齢等年金給

付（法第３２１条の７の２第１項の老 付（法第３２１条の７の２第１項の老

齢等年金給付をいう。以下この節にお 齢等年金給付をいう。以下この節にお

いて同じ。）の支払を受けている年齢 いて同じ。）の支払を受けている年齢

６５歳以上の者（特別徴収の方法によ ６５歳以上の者（特別徴収の方法によ

り徴収することが 著しく困難である つて徴収することが著しく困難である

と認められるものとして次に掲げるも と認められるものとして次に掲げるも

のを除く。以下この節において「特別 のを除く。以下この節において「特別

徴収対象年金所得者」という。）であ 徴収対象年金所得者」という。）であ
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る場合には 、当該納税義務者の る場合においては、当該納税義務者の

前年中の公的年金等に係る所得に係る 前年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額（これと併せて 所得割額及び均等割額

賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

以下この条及び第３６条の５において

同じ。）の合算額（当該納税義務者に の合算額（当該納税義務者に

係る均等割額を第３３条第１項の規定 係る均等割額を第３３条第１項の規定

により特別徴収の方法により徴収する により特別徴収の方法によつて徴収す

場合 には 、公的年金等に係る る場合においては、公的年金等に係る

所得に係る所得割額。以下この条及び 所得に係る所得割額。以下この条及び

第３６条の５において同じ。）の２分 第３６条の５において同じ。）の２分

の１に相当する額（以下この節におい の１に相当する額（以下この節におい

て「年金所得に係る特別徴収税額」と て「年金所得に係る特別徴収税額」と

いう。）を当該年度の初日の属する年 いう。）を当該年度の初日の属する年

の１０月１日から翌年の３月３１日ま の１０月１日から翌年の３月３１日ま

での間に支払われる老齢等年金給付か での間に支払われる老齢等年金給付か

ら当該老齢等年金給付の支払の際に特 ら当該老齢等年金給付の支払の際に特

別徴収の方法により徴収する。 別徴収の方法によつて徴収する。

(１) 略 (１) 略

(２) 特別徴収の方法により 徴収す (２) 特別徴収の方法によつて徴収す

ることとした場合には当該年度にお ることとした場合には当該年度にお

いて当該老齢等年金給付の支払を受 いて当該老齢等年金給付の支払を受

けないこととなると認められる者 けないこととなると認められる者

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対 ２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対

して課する区民税のうち当該特別徴収 して課する区民税のうち当該特別徴収

対象年金所得者の前年中の公的年金等 対象年金所得者の前年中の公的年金等

に係る所得に係る所得割額及び均等割 に係る所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額から年金所得に係る特別徴 額の合算額から年金所得に係る特別徴

収税額を控除した額を第２９条第１項 収税額を控除した額を第２９条第１項

の納期のうち当該年度の初日からその の納期のうち当該年度の初日からその
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資 料 １

日の属する年の９月３０日までの間に 日の属する年の９月３０日までの間に

到来するものにおいて普通徴収の方法 到来するものにおいて普通徴収の方法

により 徴収する。 によつて徴収する。

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通 （年金所得に係る特別徴収税額等の普通

徴収税額への繰入れ） 徴収税額への繰入れ）

第３６条の６ 法第３２１条の７の７第 第３６条の６ 法第３２１条の７の７第

１項又は第３項（これらの規定を法第 １項又は第３項（これらの規定を法第

３２１条の７の８第３項において読み ３２１条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定 替えて準用する場合を含む。）の規定

により特別徴収の方法により 徴収さ により特別徴収の方法によつて徴収さ

れないこととなつた金額に相当する税 れないこととなつた金額に相当する税

額は、その特別徴収の方法により 徴 額は、その特別徴収の方法によつて徴

収されないこととなつた日以後におい 収されないこととなつた日以後におい

て到来する第２９条第１項の納期があ て到来する第２９条第１項の納期があ

る場合には そのそれぞれの納期 る場合においてはそのそれぞれの納期

において、その日以後に到来する同項 において、その日以後に到来する同項

の納期がない場合には 直ちに、 の納期がない場合においては直ちに、

普通徴収の方法により 徴収するもの 普通徴収の方法によつて徴収するもの

とする。 とする。

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第 ２ 法第３２１条の７の７第３項（法第

３２１条の７の８第３項において読み ３２１条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定 替えて準用する場合を含む。）の規定

により年金所得に係る特別徴収税額又 により年金所得に係る特別徴収税額又

は年金所得に係る仮特別徴収税額を特 は年金所得に係る仮特別徴収税額を特

別徴収の方法により 徴収されないこ 別徴収の方法によつて徴収されないこ

ととなつた特別徴収対象年金所得者に ととなつた特別徴収対象年金所得者に

ついて、既に特別徴収義務者から区に ついて、既に特別徴収義務者から区に

納入された年金所得に係る特別徴収税 納入された年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額 額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

が当該特別徴収対象年金所得者から徴 が当該特別徴収対象年金所得者から徴
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収すべき年金所得に係る特別徴収税額 収すべき年金所得に係る特別徴収税額

又は年金所得に係る仮特別徴収税額を 又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

超える場合（徴収すべき年金所得に係 超える場合（徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮 る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額がない場合を含む。）に 特別徴収税額がない場合を含む。）に

おいて当該特別徴収対象年金所得者の おいて当該特別徴収対象年金所得者の

未納に係る徴収金があるときは、当該 未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第１７ 過納又は誤納に係る税額は、法第１７

条の２の２第１項第２号に規定する市 条の２の規定によつて

町村徴収金関係過誤納金とみなして、

同条第３項、第６項及び第７項の規定

を適用することができるものとし、当

該市町村徴収金関係過誤納金により当 当

該特別徴収対象年金所得者の未納に係 該特別徴収対象年金所得者の未納に係

る徴収金を納付し、又は納入すること る徴収金に充当する

を委託したものとみなす。 。

（特別徴収税額の納入の義務等） （特別徴収税額の納入の義務 ）

第３７条の７ 前条の特別徴収義務者 第３７条の７ 前条の特別徴収義務者

は、退職手当等の支払をする際、その は、退職手当等の支払をする際、その

退職手当等について分離課税に係る所 退職手当等について分離課税に係る所

得割を徴収し、その徴収の日の属する 得割を徴収し、その徴収の日の属する

月の翌月の１０日までに、施行規則第 月の翌月の１０日までに、施行規則第

５号の８様式又は施行規則第２条第３ ５号の８様式

項ただし書の規定により総務大臣が定

めた様式による納入申告書を区長に提 による納入申告書を区長に提

出し、及びその納入金を納入しなけれ 出し、及びその納入金を納入しなけれ

ばならない。 ばならない。

（種別割の税率） （種別割の税率）

第４０条 軽自動車等の所有に対して課 第４０条 軽自動車等の所有に対して課

する種別割の税率は、次の各号に掲げ する種別割の税率は、次の各号に掲げ
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資 料 １

る軽自動車等に対し、１台について、 る軽自動車等に対し、１台について、

それぞれ当該各号に定める額とする。 それぞれ当該各号に定める額とする。

(１) 原動機付自転車 (１) 原動機付自転車

ア～ウ 略 ア～ウ 略

エ 三輪以上のもの（車室を備え エ 三輪以上のもの（車室を備え

ず、かつ、輪距（２以上の輪距を ず、かつ、輪距（２以上の輪距を

有するものにあつては、その輪距 有するものにあつては、その輪距

のうち最大のもの）が０．５メー のうち最大のもの）が０．５メー

トル以下であるもの、側面 が構 トル以下であるもの及び側面が構

造上開放されている車室を備え、 造上開放されている車室を備え、

かつ、輪距が０．５メートル以下 かつ、輪距が０．５メートル以下

の三輪のもの及び道路運送車両の の三輪のもの

保安基準（昭和２６年運輸省令第

６７号）第１条第１項第１３号の

６に規定する特定小型原動機付自

転車を除く。）で、総排気量が を除く。）で、総排気量が

０．０２リットルを超えるもの又 ０．０２リットルを超えるもの又

は定格出力が０．２５キロワット は定格出力が０．２５キロワット

を超えるもの 年額３，７００円 を超えるもの 年額３，７００円

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

２ 略 ２ 略

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続）

第５２条の３ 前条の規定によつてたば 第５２条の３ 前条の規定によつてたば

こ税を申告納付すべき者（以下この節 こ税を申告納付すべき者（以下この節

において「申告納税者」という。） において「申告納税者」という。）

は、毎月末日までに、前月の初日から は、毎月末日までに、前月の初日から

末日までの間における売渡し等に係る 末日までの間における売渡し等に係る

製造たばこの品目ごとの課税標準たる 製造たばこの品目ごとの課税標準たる

本数の合計数（以下この節において 本数の合計数（以下この節において

「課税標準数量」という。）及び当該 「課税標準数量」という。）及び当該
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課税標準数量に対するたばこ税額、第 課税標準数量に対するたばこ税額、第

５２条第１項の規定により免除を受け ５２条第１項の規定により免除を受け

ようとする場合にあつては同項の適用 ようとする場合にあつては同項の適用

を受けようとする製造たばこに係るた を受けようとする製造たばこに係るた

ばこ税額並びに次条第１項の規定によ ばこ税額並びに次条第１項の規定によ

り控除を受けようとする場合にあつて り控除を受けようとする場合にあつて

は同項の適用を受けようとするたばこ は同項の適用を受けようとするたばこ

税額その他必要な事項を記載した施行 税額その他必要な事項を記載した施行

規則第３４号の２様式による申告書を 規則第３４号の２様式による申告書を

区長に提出し、及びその申告に係る税 区長に提出し、及びその申告に係る税

金を施行規則第３４号の２の５様式又 金を施行規則第３４号の２の５様式

は第３４号の２の５の２様式による納 による納

付書によつて納付しなければならな 付書によつて納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書に い。この場合において、当該申告書に

は、第５２条第３項に規定する書類及 は、第５２条第３項に規定する書類及

び次条第１項の返還に係る製造たばこ び次条第１項の返還に係る製造たばこ

の品目ごとの数量についての明細を記 の品目ごとの数量についての明細を記

載した施行規則第１６号の５様式によ 載した施行規則第１６号の５様式によ

る書類を添付しなければならない。 る書類を添付しなければならない。

２～４ 略 ２～４ 略

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付 ５ 前項の修正申告書に係る税金を納付

する場合には、当該税金に係る第１項 する場合には、当該税金に係る第１項

又は第２項の納期限（納期限の延長が 又は第２項の納期限（納期限の延長が

あつたときは、その延長された納期 あつたときは、その延長された納期

限。第５３条第２項において同じ。） 限。第５３条第２項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数 の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当該税額に年１４．６パーセ に応じ、当該税額に年１４．６パーセ

ント（修正申告書を提出した日までの ント（修正申告書を提出した日までの

期間又はその日の翌日から１月を経過 期間又はその日の翌日から１月を経過

する日までの期間については、年７． する日までの期間については、年７．
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資 料 １

３パーセント）の割合を乗じて計算し ３パーセント）の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算し た金額に相当する延滞金額を加算し

て、施行規則第３４号の２の５様式又 て、施行規則第３４号の２の５様式

は第３４号の２の５の２様式による納 による納

付書によつて納付しなければならな 付書によつて納付しなければならな

い。 い。

（たばこ税に係る不足税額等の納付手 （たばこ税に係る不足税額等の納付手

続） 続）

第５３条 たばこ税の納税義務者は、法 第５３条 たばこ税の納税義務者は、法

第４８１条、第４８３条又は第４８４ 第４８１条、第４８３条又は第４８４

条の規定に基づく納付の告知を受けた 条の規定に基づく納付の告知を受けた

場合には、当該不足税額又は過少申告 場合には、当該不足税額又は過少申告

加算金額、不申告加算金額若しくは重 加算金額、不申告加算金額若しくは重

加算金額を、当該通知書の指定する期 加算金額を、当該通知書の指定する期

限までに、施行規則第３４号の２の５ 限までに、施行規則第３４号の２の５

様式又は第３４号の２の５の２様式に 様式 に

よる納付書によつて納付しなければな よる納付書によつて納付しなければな

らない。 らない。

２ 略 ２ 略

附 則 附 則

（肉用牛の売却による事業所得に係る区 （肉用牛の売却による事業所得に係る区

民税の課税の特例） 民税の課税の特例）

第４条 昭和５７年度から令和９年度ま 第４条 昭和５７年度から令和６年度ま

での各年度分の区民税に限り、法附則 での各年度分の区民税に限り、法附則

第６条第４項に規定する場合におい 第６条第４項に規定する場合におい

て、第２４条第１項の規定による申告 て、第２４条第１項の規定による申告

書（その提出期限後において区民税の 書（その提出期限後において区民税の

納税通知書が送達される時までに提出 納税通知書が送達される時までに提出

されたもの及びその時までに提出され されたもの及びその時までに提出され

た第２５条第１項の確定申告書を含 た第２５条第１項の確定申告書を含
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む。次項において同じ。）に肉用牛の む。次項において同じ。）に肉用牛の

売却に係る租税特別措置法第２５条第 売却に係る租税特別措置法第２５条第

１項に規定する事業所得の明細に関す １項に規定する事業所得の明細に関す

る事項の記載があるとき（これらの申 る事項の記載があるとき（これらの申

告書にその記載がないことについてや 告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると区長が認める むを得ない理由があると区長が認める

ときを含む。次項において同じ。） ときを含む。次項において同じ。）

は、当該事業所得に係る区民税の所得 は、当該事業所得に係る区民税の所得

割の額を免除する。 割の額を免除する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（軽自動車税の環境性能割の非課税）

第５条の２ 法第４５１条第１項第１号

（同条第４項又は第５項において準用

する場合を含む。）に掲げる三輪以上

の軽自動車（自家用のものに限る。以

下この条において同じ。）に対して

は、当該三輪以上の軽自動車の取得が

令和元年１０月１日から令和３年１２

月３１日までの間（附則第５条の６第

３項において「特定期間」という。）

に行われたときに限り、第３８条第１

項の規定にかかわらず、軽自動車税の

環境性能割を課さない。

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の

特例） 特例）

第５条の２ 略 第５条の２の２ 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前項の規定の適用がある場合におけ ４ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の環境性能割 る納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに１０ の額は、同項の不足額に、これに１０
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０分の３５の割合を乗じて計算した金 ０分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 額を加算した金額とする。

（軽自動車税の環境性能割の税率の特 （軽自動車税の環境性能割の税率の特

例） 例）

第５条の６ 略 第５条の６ 略

２ 略 ２ 略

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であつ

て乗用のものに対する第３８条の５

（第２号に係る部分に限る。）及び前

項の規定の適用については、当該軽自

動車の取得が特定期間に行われたとき

に限り、これらの規定中「１００分の

２」とあるのは、「１００分の１」と

する。

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）

第６条 略 第６条 略

２ 法附則第３０条第２項各号に掲げる ２ 法附則第３０条第２項各号に掲げる

三輪以上の軽自動車に対する第４０条 三輪以上の軽自動車に対する第４０条

第１項の規定の適用については、当該 第１項の規定の適用については、当該

軽自動車が令和４年４月１日から令和 軽自動車が令和２年４月１日から令和

８年３月３１日までの間に初回車両番 ３年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には、当該初回車 号指定を受けた場合には令和３年度分

両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限 の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同項の規定 り、次の表の左欄に掲げる同項の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ 中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 れ同表の右欄に掲げる字句とする。

３ 法附則第３０条第３項各号に掲げる

法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この条におい

資 料 １
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て「ガソリン軽自動車」という。）の

うち三輪以上のものに対する第４０条

第１項の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日

から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和

３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同項の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。

４ 法附則第３０条第４項各号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち三輪以上のも

の（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第４０条第１項の規

定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

５ 法附則第３０条第２項各号に掲げる

三輪以上の軽自動車のうち、自家用の

乗用のものに対する第４０条第１項の

規定の適用については、当該軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該軽自動車が
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令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄

に掲げる同条第１項の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。

６ 法附則第３０条第２項各号に掲げる

三輪以上の軽自動車（自家用の乗用の

ものを除く。）に対する第４０条第１

項の規定の適用については、当該軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年

３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該軽自動

車が令和４年４月１日から令和５年３

月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自

動車税の種別割に限り、第２項の表の

左欄に掲げる同条第１項の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用 ７ 法附則第３０条第７項の規定の適用

を受ける三輪以上の法第４４６条第１ を受ける三輪以上のガソリン軽自動車

項第３号に規定するガソリン軽自動車

（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）（営業用の （営業用の

乗用のものに限る。）に対する第４０ 乗用のものに限る。）に対する第４０

条第１項の規定の適用については 条第１項の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和３年４月１

資 料 １
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日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令

和４年度分の軽自動車税の種別割に限

、当該ガソリン軽自動車が令和４年 り、当該ガソリン軽自動車が令和４年

４月１日から令和８年３月３１日まで ４月１日から令和５年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合 の間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた には令和５年度分

日の属する年度の翌年度分の軽自動車 の軽自動車

税の種別割に限り、同項第２号ア 税の種別割に限り、第３項の表の

（イ）中「３，９００円」とあるのは 左欄に掲げる同条第１項の規定中同表

「２，０００円」と、同号ア（ウ）ａ の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

中「６，９００円」とあるのは「３， の右欄に掲げる字句

５００円」とする。 とする。

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用 ８ 法附則第３０条第８項の規定の適用

を受ける三輪以上のガソリン軽自動車 を受ける三輪以上のガソリン軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除 （前項の規定の適用を受けるものを除

き、営業用の乗用のものに限る。）に き、営業用の乗用のものに限る。）に

対する第４０条第１項の規定の適用に 対する第４０条第１項の規定の適用に

ついては ついては、当該ガソリン軽自動車が令

和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和４年度分の軽自動車税

、当該ガソリン軽自動 の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和４年４月１日から令和７年３ 車が令和４年４月１日から令和５年３

月３１日までの間に初回車両番号指定 月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には、当該初回車両番号 を受けた場合には令和５年度分

指定を受けた日の属する年度の翌年度

分の軽自動車税の種別割に限り、同項 の軽自動車税の種別割に限り、第４

第２号ア（イ）中「３，９００円」と 項の表の左欄に掲げる同条第１項の規

あるのは「３，０００円」と、同号ア 定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
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（ウ）ａ中「６，９００円」とあるの ぞれ同表の右欄に掲げる字句

は「５，２００円」とする。 とする。

５ 略 ９ 略

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 例）

第６条の２ 区長は、軽自動車税の種別 第６条の２ 区長は、軽自動車税の種別

割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自 割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自

動車が前条第２項から第４項までの規 動車が前条第２項から第８項までの規

定の適用を受ける三輪以上の軽自動車 定の適用を受ける三輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするとき に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第 は、国土交通大臣の認定等（法附則第

３０条の２第１項に規定する国土交通 ３０条の２第１項に規定する国土交通

大臣の認定等をいう。次項において同 大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものと じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 する。

２ 略 ２ 略

３ 前項の規定の適用がある場合におけ ３ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の種別割の額 る納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分 は、同項の不足額に、これに１００分

の３５の割合を乗じて計算した金額を の１０の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 加算した金額とする。

４ 略 ４ 略

（優良住宅地の造成等のために土地等を （優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民 譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民

税の課税の特例） 税の課税の特例）

第１１条 昭和６３年度から令和８年度 第１１条 昭和６３年度から令和５年度

までの各年度分の区民税に限り、所得 までの各年度分の区民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項 割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地 に規定する譲渡所得の基因となる土地

等（租税特別措置法第３１条第１項に 等（租税特別措置法第３１条第１項に

資 料 １
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規定する土地等をいう。以下この条に 規定する土地等をいう。以下この条に

おいて同じ。）の譲渡（同項に規定す おいて同じ。）の譲渡（同項に規定す

る譲渡をいう。以下この条において同 る譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡 じ。）をした場合において、当該譲渡

が優良住宅地等のための譲渡（法附則 が優良住宅地等のための譲渡（法附則

第３４条の２第１項に規定する優良住 第３４条の２第１項に規定する優良住

宅地等のための譲渡をいう。）に該当 宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定す するときにおける前条第１項に規定す

る譲渡所得（次条の規定の適用を受け る譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。次項において同 る譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する区民税の所得割の額は、 対して課する区民税の所得割の額は、

前条第１項の規定にかかわらず、次の 前条第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該 各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める金額に相当する額とす 各号に定める金額に相当する額とす

る。 る。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令 ２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和８年度までの各年度分の区民税に限 和５年度までの各年度分の区民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前 り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第１項に規定する譲渡所得の基因と 条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等の譲渡をした場合におい なる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定 て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第３４条の２ 地のための譲渡（法附則第３４条の２

第５項に規定する確定優良住宅地等予 第５項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡をいう。以下この項 定地のための譲渡をいう。以下この項

において同じ。）に該当するときにお において同じ。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得に ける前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課 係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する区民税の所得割について準用す する区民税の所得割について準用す
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る。この場合において、当該譲渡が法 る。この場合において、当該譲渡が法

附則第３４条の２第１０項の規定に該 附則第３４条の２第１０項の規定に該

当することとなるときは、当該譲渡は 当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡 確定優良住宅地等予定地のための譲渡

ではなかつたものとみなす。 ではなかつたものとみなす。

３ 略 ３ 略

附則第４条による改正（杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

第５条 平成２７年３月３１日以前に初 第５条 平成２７年３月３１日以前に初

めて道路運送車両法第６０条第１項後 めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受け 段の規定による車両番号の指定を受け

た三輪以上の軽自動車に対して課する た三輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の種別割に係る杉並区特別 軽自動車税の種別割に係る杉並区特別

区税条例第４０条並びに附則第６条第 区税条例第４０条並びに附則第６条第

１項及び第５項の規定の適用について １項及び第９項の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる同条例の規 は、次の表の左欄に掲げる同条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ 定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

資 料 １
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杉並区特別区税条例の主な改正点 

 

税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

特 

別 

区 

民 
税 

１ 扶養親族等申告書の記載事項の簡素化 

 

  給与所得者の扶養親族等申告書について、そ

の申告書に記載すべき事項がその年の前年の申

告内容と異動がない場合には、その記載すべき

事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載

によることができることとする。 

 

（区税条例第25条の２・地方税法第317条の３の

２） 

令和７年１

月１日 

施行日以後

に支払を受

けるべき給

与について

提出する申

告書に適用 

２ 森林環境税※の導入に伴うその賦課及び徴収方

法の設定等 

 

  森林環境税は、当該個人の区民税の均等割を

賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及

び徴収することとするほか、所要の規定の整備

を図る。 

 
※ 令和６年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国

税で、区市町村において、区市町村民税の均等割と併せて１人年

額１，０００円が課税される。 

 

（区税条例第21条の２、第28条、第30条、第33

条、第36条、第36条の２及び第36条の６・地方

税法第321条の７及び第321条の７の10・地方税

法施行令第48条の９の３・森林環境税及び森林

環境譲与税に関する法律第７条） 

令和６年１

月１日 

 

令和６年度

以後の年度

分の区民税

に適用 

３ 肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の

課税の特例措置の適用期限の延長 

 

肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の

課税の特例について、適用期限を３年延長し、

令和９年度までとする。 

 

（区税条例附則第４条・地方税法附則第６条） 

公布の日 ― 

資 料 ２ 

 



 

 

 

 

- 2 - 

 

税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

特 

別 

区 

民 

税 

４ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特

例措置の適用期限の延長 

 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特

例について、適用期限を３年延長し、令和８年

度までとする。 

 

（区税条例附則第11条・地方税法附則第34条の

２） 

公布の日 ― 

軽 

自 

動 

車 

税 

５ 特定小型原動機付自転車に係る軽自動車税の

種別割の税率の設定 

 

  特定小型原動機付自転車（一定の要件を満た

す電動キックボード等）に係る軽自動車税の種

別割の税率を２，０００円とする。 

 

（区税条例第40条・地方税法第463条の15・地方税

法施行規則第15条の15） 

令和５年７

月１日 

令和６年度

以後の年度

分の軽自動

車税の種別

割に適用 

６ 軽自動車税の種別割の税率の特例措置の適用

期限の延長 

 

  三輪以上の軽自動車に係る軽自動車税の種別

割の税率の特例について、適用期限を３年延長

し、令和７年度までに初めて車両番号の指定を

受けた電気軽自動車等に適用すること等とす

る。 

 

（区税条例附則第６条・地方税法附則第30条） 

公布の日 令和５年度

以後の年度

分の軽自動

車税の種別

割に適用 

 



杉並区職員の高齢者部分休業に関する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２６号

杉並区職員の高齢者部分休業に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２６条の３の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を

定めるものとする。

（高齢者部分休業の承認）

第２条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の１週間当たりの通常の勤務時間の２

分の１を超えず、かつ、１日につき２時間を超えない範囲内で、通常の勤務時間

の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。

２ 法第２６条の３第１項の高年齢として条例で定める年齢は、６０歳とする。

３ 高齢者部分休業の期間の始期は、前項に定める年齢に達する日後の最初の４月

１日以後の規則で定める日とする。

（承認の取消し又は休業時間の短縮）

第３条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難となった場合であって、当該職員の同意を得たときは、

当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間（高齢者部分休

業の承認を受けた１週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。）を短縮す

ることができる。

（休業時間の延長）

第４条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申

出があった場合であって、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に

係る休業時間の延長を承認することができる。

（給与の減額）

第５条 職員（次項及び第３項に規定する職員を除く。）が高齢者部分休業の承認



を受けて勤務しない場合には、杉並区職員の給与に関する条例（昭和５０年杉並

区条例第９号。以下「給与条例」という。）第１８条第１項の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、給料の月額、管理職手当の月額及び給与条例第２

３条に規定する規則で定める手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を杉並区

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１０年杉並区条例第３号。以

下「勤務時間条例」という。）第２条第１項に規定する勤務時間に５２を乗じた

ものから同項に規定する勤務時間を５で除して得た時間に給与条例第２３条に規

定する規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額（地方公務

員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定

により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員（同法第１７条

の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務

職員等」という。）にあっては、その額に勤務時間条例第２条第１項に規定する

勤務時間を同条第２項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額）を減額して給与を支給する。

２ 杉並区学校教育職員の給与に関する条例（平成１９年杉並区条例第１１号。以

下「学校教育職員給与条例」という。）の適用を受ける職員が高齢者部分休業の

承認を受けて勤務しない場合には、学校教育職員給与条例第２１条第１項の規定

にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給料の月額、教職調整額の月額、

管理職手当の月額及び学校教育職員給与条例第２４条に規定する杉並区教育委員

会規則（以下「教育委員会規則」という。）で定める手当の月額の合計額に１２

を乗じ、その額を杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成１９年杉並区条例第１０号。以下「学校教育職員勤務時間条例」とい

う。）第３条第１項に規定する勤務時間に５２を乗じたものから同項に規定する

勤務時間を５で除して得た時間に学校教育職員給与条例第２４条に規定する教育

委員会規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額（育児短時

間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する勤務時間を学校教育職員勤務

時間条例第３条第２項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額）を減額して給与を支給する。

３ 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年杉並区条例第１８号。

以下「幼稚園教育職員給与条例」という。）の適用を受ける職員が高齢者部分休

業の承認を受けて勤務しない場合には、幼稚園教育職員給与条例第１９条第１項

の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給料の月額、教職調整額の



月額、管理職手当の月額及び幼稚園教育職員給与条例第２２条に規定する教育委

員会規則で定める手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を杉並区幼稚園教育

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年杉並区条例第１７号。

以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。）第３条第１項に規定する勤務時

間に５２を乗じたものから同項に規定する勤務時間を５で除して得た時間に幼稚

園教育職員給与条例第２２条に規定する教育委員会規則で定める日の数を乗じた

ものを減じたもので除して得た額（育児短時間勤務職員等にあっては、その額に

同項に規定する勤務時間を幼稚園教育職員勤務時間条例第３条第２項の規定によ

り定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額）を減額して給与

を支給する。

（委任）

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、規

則で定める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。



杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２７号

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例（昭和３６年杉並区条例第１９号）の

一部を次のように改正する。

第１条第１項の表杉並区立上高井戸保育園の項、杉並区立天沼保育園の項及び杉

並区立永福北保育園の項を削る。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条第１項の表の改正

規定中杉並区立天沼保育園の項を削る部分は、公布の日から起算して６月を超えな

い範囲内において規則で定める日から施行する。



杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年６月１９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２８号

杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例

杉並区立コミュニティふらっと条例（令和２年杉並区条例第１８号）の一部を次

のように改正する。

別表第１杉並区立コミュニティふらっと方南の項の次に次のように加える。

杉並区立コミュニティふらっと本天沼 杉並区本天沼二丁目１２番１０号

別表第２（１）杉並区立コミュニティふらっと方南の部の次に次のように加える。

杉並区 第１集会室 ８００円 ５００円 ５００円 ２００円

立コミ

ュニテ 第２集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ィふら

っと本 第３集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

天沼

第４集会室 １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

第５集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

多目的室 ２，１００円 １，４００円 １，４００円 ５００円

附 則

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

(１) 次項及び附則第６項の規定 公布の日

(２) 附則第３項の規定及び附則第５項の規定（別表第２（８）杉並区立ゆうゆ

う天沼館の項を削る部分を除く。） 令和５年１０月１日

２ この条例による改正後の杉並区立コミュニティふらっと条例別表第２（１）に

規定する杉並区立コミュニティふらっと本天沼の施設の使用の承認その他のこの

条例の施行の日以後の使用に関し必要な行為は、同日前においても行うことがで

きる。

３ 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例（昭和５３年杉並区条例第４０

号）の一部を次のように改正する。

別表第１区民集会所の部杉並区立本天沼区民集会所の項及び杉並区立天沼区民



集会所の項を削る。

別表第２（１）杉並区立本天沼区民集会所の部及び杉並区立天沼区民集会所の

部を削る。

４ 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例（昭和５７年杉並区条例

第３８号）の一部を次のように改正する。

別表第１ゆうゆう館の部杉並区立ゆうゆう天沼館の項を削る。

５ 杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第２（１）の次に次のように加える。

(１)の２ 消費者センター

名称 使用部分 区別 広さ 使用料

（平方メ

ートル） 午前 午後 夜間 延長使用

（午前９時か （午後１時か （午後７時か 料

ら正午まで） ら午後３時ま ら午後９時ま

で又は午後４ で）

時から午後６

時まで）

杉並区立 第１教室 洋室 ７３．７ ２，５００円 １，６００円 １，６００円 ６００円

消費者セ

ンター 第２教室 洋室 ５７．０ １，７００円 １，１００円 １，１００円 ４００円

第３教室 洋室 ４７．０ １，６００円 １，０００円 １，０００円 ４００円

消費生活 洋室 ４４．７ １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

学習室

付記

１ 使用時間を延長して午前、午後（午後１時から午後３時まで）、午後（午後４時から午後６時まで）及び夜

間の中間時間を使用する場合は、管理上支障がない限り使用を許可し、この場合の使用料は、延長時間１時間

（１時間に満たない時間は、これを１時間とする。）につき、表に掲げる延長使用料を徴収する。

２ 使用時間を延長して夜間後の時間を使用する場合は、管理上支障がない限り４５分間を限度として使用を許

可し、この場合の使用料は、表に掲げる延長使用料を徴収する。

別表第２（８）杉並区立ゆうゆう天沼館の項を削る。

６ 前項の規定による改正後の杉並区行政財産使用料条例別表第２（１）の２に規

定する杉並区立消費者センターの施設の使用の許可その他の附則第１項第２号に

掲げる規定の施行の日以後の使用に関し必要な行為は、同日前においても行うこ

とができる。



 
資料１ 

案 内 図 

 

杉並区立コミュニティふらっと本天沼 
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凡例

注１　　　は、主要出入口を示す。

4
.
0
0

4
.
0
0

6.41

2.49

杉並区立コミュニティふらっと本天沼 配置図

資料２

敷地面積

建築面積

延床面積

構　　造

計

249.05 ㎡

１階 ２階

道路境界線

道
路

道
路

道
路

境
界

線

道路

敷地境界線

駐輪場

駐輪場

駐車場

屋外空調機置場

物置

太陽光発電パネル

太陽光発電パネル

247.69 ㎡ 496.74 ㎡

注２　　　は、階段又はスロープの上がり方向を示す。
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鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造　地上２階建て

254.53 ㎡

575.45 ㎡

注３　寸法の単位は、ｍとする。



Ｎ

注２　　　は、パイプスペースを示す。

注１　　　は、主要出入口を示す。

凡例

２ 資料３

杉並区立コミュニティふらっと本天沼 平面図

２階平面図１階平面図
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7.64 6.46
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注３　　　は、階段又はスロープの上がり方向を示す。
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7.52 4.52

67.01 33.37

注４　寸法の単位は、ｍとする。

注５　各室の数字は、面積（㎡）を示す。
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